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第１節 聴覚障害のある生徒への配慮や支援に関する先行研究及び実践の現状  

１．通常の学級における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援の必要性  

聴覚障害のある児童生徒には、音声情報等の聴覚的情報の不足やコミュニケーションの

困難が生じる。聴覚障害のある児童生徒が通常の学級で学ぶ場合は、教員による音声を中

心に授業が進められることから、教員による音声情報が不足し、授業内容の把握が困難と

なるばかりでなく、教員や他の児童生徒とのコミュニケーションも困難となり、授業への

参加に困難が生じる。そのため、聴覚障害のある児童生徒が授業に参加できるようにする

ための配慮や支援について検討する必要がある。  

加えて、聴覚障害のある児童生徒へ配慮や支援をする場合、その担い手としては、授業

を担当している教員（以下、授業担当教員）、授業担当教員以外の人員、聴覚障害のある生

徒と同じクラスで授業に参加しているクラスメイトが考えられる。しかし、クラスメイト

が配慮や支援の担い手となる場合、そのクラスメイトの授業参加が保障されないことが想

定される。そのため、クラスメイトによる配慮や支援は考えずに、配慮や支援の担い手と

して、授業担当教員と授業担当教員以外の人員を想定することとする。なお、本研究では、

授業担当教員によるものを「配慮」、授業担当教員以外の人員によるものを「支援」と定義

する。 

 

２．通常の学級における聴覚障害のある生徒への配慮や支援に関する先行研究  

（１）授業担当教員による配慮  

 授業担当教員による配慮については、①聴覚障害のある児童生徒のニーズ（野村，1990；

伊東・四日市，1999；長谷川・菊池・竹中・斉藤・佐々木， 2001；脇中・京都難聴児親の

会，2002；林・高橋，2003；Antia, S. D., Saber, D. L., and Stinson, M. S.，2007；

美濃・鳥越， 2007；Esera，2008；齋藤，2014；内山，2016；上村・入山，2016）、②教員

による配慮の状況（林・高橋，2003；菅家・四日市，2007；岩田，2008；山本・鳥越，2011；

河村・高橋，2013；佐藤，2016；内山，2016）、③聴覚障害のある児童生徒の保護者のニー

ズ（脇中・京都難聴児親の会，2002；岩田，2009；岩田，2014；岩田，2015a；岩田，2015b）

がある。  

１）聴覚障害のある児童生徒のニーズ  

野村（1990）は、高等教育機関に在学中、もしくは、中退、卒業した聴覚障害者を対象

とした質問紙調査を行った。その結果、通常の学校に在籍した経験のある人のうち、授業
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担当教員や学校に配慮を求めなかった人は５～６割程度、ときどき配慮を求めた人は３～

４割程度、常に配慮を求めた人は１割程度であることを明らかにした。求めた配慮の内容

には、教員には口形を分かるようにして話してほしいこと、教室の前列の席にしてほしい

こと、ＦＭマイクを使用してほしいことなどがあったことが明らかにされている。このよ

うに、聴覚障害のある本人から、必要な配慮を求めることができれば、授業担当教員は配

慮をしやすいと考えられる。しかし、求めている配慮の内容は例示されたものに過ぎず、

授業担当教員が聴覚障害のある生徒への配慮をしていく場合に、参考にすることは難しい

と考えられる。そのため、聴覚障害のある本人のニーズをより明確にすることが必要であ

る。 

次に、伊東・四日市（ 1999）は、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象とした質問紙調

査を行った。その結果、①教員の話し方が読話しやすいか、または聞き取りやすいかで授

業への参加のしやすさに違いがあること、②視覚情報の量について、参加しやすい授業で

は板書の量が多いが、資料の量や教科書の使用頻度等について大きな差はなかったこと、

さらに、③配慮の有無と授業理解の関連について、参加しにくい授業では、配慮の有無と

授業内容の理解度に密接な関連性が見られたこと、特に、板書の配慮の有無と授業内容の

理解度には密接な関連があることを明らかにした。しかし、聴覚障害のある生徒のニーズ

の全体的な傾向は把握できるものの、生徒の細かいニーズについては十分明らかにされて

いない。また、伊東・四日市（ 1999）は生徒のみを対象としており、教員がどのような認

識を持って、配慮をしているのかは明らかにされていない。教員が配慮をしているにもか

かわらず、生徒がニーズを持っているなら、教員の配慮が有効に機能していないことが考

えられよう。  

また、長谷川・菊池・竹中・斉藤・佐々木（ 2001）は、聴覚障害のある大学生を対象と

した質問紙調査を行った。その結果、通常の学校の好ましくない側面として最も回答割合

が高かった項目は、授業の内容が分からなかったことであることを明らかにした。このこ

とから、聴覚障害のある当事者は、授業内容を把握することに困難があると言える。その

ため、聴覚障害のある児童生徒への配慮をすることが必要である。 

加えて、脇中・京都難聴児親の会（2002）は、聴覚障害のある当事者を対象とした質問

紙調査を行った。その結果、在籍した教育機関についての満足度が低かった理由として、

授業についていけなかったことや、先生の話が分からなかったことなどを明らかにした。

そのため、聴覚障害のある当事者のニーズとして、授業への参加は重要であると言えよう。
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しかし、脇中・京都難聴児親の会（ 2002）の調査では、どの時期の教育機関についての理

由であるかということや、聴覚障害のある当事者のニーズの詳細については、明らかにさ

れていない。聴覚障害のある児童生徒が授業に参加できるようにするために、より詳細な

ニーズを明らかにすることが必要である。 

また、林・高橋（2003）は、中学校の通常の学級で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象とし

た質問紙調査を行った。その結果、聴覚障害のある生徒は、授業中に教員の話す速さが速

いときは理解できるまで聞き直す一方で、クラスメイトの話すことが分からずに困ること

はほとんどないことを明らかにした。このことから、聴覚障害のある生徒が授業に参加す

る上で、教員は話す速さを調整することが必要である。  

Antia, S. D., Saber, D. L., and Stinson, M. S. (2007) は、通常の学級における聴

覚障害のある児童生徒の授業参加の評価尺度（ＣＰＱ）を開発した。これは、①「教師理

解」８項目、②「生徒理解」５項目、③「肯定的感情」６項目、④「否定的感情」９項目

の合計 28 項目からなる尺度であり、聴覚障害のある生徒が４件法（①決してない、②ほと

んどない、③ときどきある、④いつもある）で回答するものである。この尺度の中の①「教

師理解」と②「生徒理解」を用いることで、聴覚障害のある生徒が授業にどの程度参加で

きているか把握することが可能になっている。しかし、この尺度では、聴覚障害のある生

徒が参加できていたり、参加できていなかったりする理由を把握することはできず、聴覚

障害のある生徒への配慮につなげることは難しい。例えば、①「教師理解」では、「私は教

員を理解している」といった項目の曖昧さや、「教員が私に、テストのために何を勉強した

らいいか教えてくれるとき、理解している」といった限定された内容となっている。その

ため、聴覚障害のある生徒への配慮につなげることができるような詳細な項目を用いた調

査が必要である。  

美濃・鳥越（2007）は、通常の学校で学んだ経験のある聴覚障害のある当事者を対象と

したインタビュー調査を行った。その結果、聴覚障害のある当事者の教員の配慮に関する

ニーズとして、①視覚的な教材を多く用いること、②プリントや視聴覚機器を活用するこ

と、③板書に大事なことを書くこと、④板書をするときには話をしないこと、⑤聴覚障害

のある本人に合った情報保障をすることなどがあることを明らかにした。しかし、美濃・

鳥越（2007）の調査では、明らかになったニーズは通常の学校に在籍していた当時を振り

返って意味づけられたものであるため、現在通常の学校で学んでいる聴覚障害のある児童

生徒のニーズと捉えていいかは検証する必要がある。 
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また、Esera（2008）は、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象としたインタビュー調査

を行った。その結果、①通常の学級の担当教員による配慮には多くの方法があることが生

徒から報告されたこと、②教員は聴覚障害のある生徒の教育的ニーズに気づき、適切な方

法で配慮をする必要があることを明らかにした。しかし、聴覚障害のある生徒への配慮の

内容は十分明らかにされておらず、聴覚障害のある生徒の授業への参加を考える場合に、

どのように配慮をしたらよいか検討することが難しい。そのため、聴覚障害のある生徒へ

の配慮の具体的内容を明らかにすることが必要である。 

齋藤（2014）は、通常の学級で学ぶ聴覚障害のある児童生徒の授業や学級活動への参加

を評価するために、日本語版聴覚障害生徒向け学級参加尺度（ＣＰＱ）を開発した。これ

は、Antia ら（2007）のＣＰＱ（短縮版 16 項目）を日本語版として開発したものであり、

①「教師理解」４項目、②「生徒理解」４項目、③「情緒的にポジティブ」４項目、④「情

緒的にネガティブ」４項目の合計 16 項目からなる尺度であり、聴覚障害のある生徒が４件

法（①ほとんど感じなかった、②あまり感じなかった、③よく感じた、④いつも感じた）

で回答するものである。 Antia ら（2007）と同様に、この尺度の中の①「教師理解」と②

「生徒理解」を用いることで、聴覚障害のある生徒が授業にどの程度参加できているか把

握することが可能になっているが、聴覚障害のある生徒への配慮につなげることは難しい

ため、配慮につなげることができるような項目を用いた調査が必要である。  

加えて、内山（2016）は、高校を卒業した聴覚障害のある当事者を対象とした質問紙調

査を行った。その結果、高校のときに必要だったと思う配慮や支援の内容について、具体

的に述べている者はいない一方で、教員に求める配慮の方法を知らない者がいることを明

らかにした。しかし、授業への参加を考える場合に、聴覚障害のある当事者は、自らにど

のような配慮や支援が必要であるかを認識しておく必要がある。  

そして、上村・入山（ 2016）は、通常の学校に在籍した経験のある聴覚障害のある当事

者を対象とした質問紙調査を行った。その結果、授業で希望する配慮の内容として、教員

が話す内容を、教員自らキーボードで入力し、ＯＨＰに投影してほしいというものがある

一方で、授業内容が分からないことが当然だと思っていたたために、希望は特に思い浮か

ばないというものがあることを明らかにした。このように、聴覚障害のある本人が、自ら

に必要な配慮を述べることができれば、教員も聴覚障害のある児童生徒への配慮はしやす

いと考えられる。しかし、聴覚障害のある本人が自らに必要な配慮を述べることができな

い場合は、教員が本人に必要な配慮を把握し、配慮をしていくことが必要になる。  
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２）教員による配慮の状況  

林・高橋（2003）は、中学校の通常の学級の担当教員を対象とした質問紙調査を行った。

その結果、聴覚障害のある生徒への配慮として、①なるべくゆっくり、口を大きく動かす

ようにしていること、②板書内容は具体的に書いたり、重要な箇所を丁寧に書くようにし

たりしていること、③視覚教材を多用していることを明らかにした。しかし、調査対象者

が少数であったことから、配慮の内容は限定的なものになっている。聴覚障害のある生徒

の授業への参加を考える場合には、他にどのような配慮を考えることができるか明確にす

ることが必要である。 

次に、菅家・四日市（ 2007）は、中学校教員を対象とした質問紙調査を行った。その結

果、聴覚障害のある生徒への配慮の内容に関する自由記述から、①授業に関すること（コ

ミュニケーションに関することや板書の工夫など）、②教室の環境に関すること（座席位置

の配慮など）が行われていることを明らかにした。加えて、多くの教員が行っていた配慮

は、話し方に関するものであり、それらは、「ゆっくり話す」、「口形を分かりやすくする」

などであったことを明らかにした。しかし、この調査では、聴覚障害のある生徒への配慮

の内容を自由記述で回答を求めたために、配慮に関する自由記述の例が示されているだけ

で、教員がどのような配慮を行っているかが明確でない。そのため、教員が行うべき配慮

を網羅的に作成し、それに加えて、具体的な記述を求める形式で調査をすることが必要で

ある。また、菅家・四日市（2007）は、教員が行っていた配慮の中には、本人や保護者か

らの希望によるものも含まれていたことから、本人や保護者からの要望は、教員が配慮を

する上で重要な情報であることを指摘している。そのため、教員が配慮をしていくにあた

っては、生徒や保護者のニーズを把握することが重要である。 

また、岩田（ 2008）は、小学校と中学校の難聴学級担当教員を対象としたインタビュー

調査を行った。その結果、聴覚障害のある児童の在籍する通常の学級では、椅子の脚にテ

ニスボールをつけて雑音を少なくするなどの環境整備や、板書やプリントを多用するなど

の視覚情報の増量をしていること、聴覚障害のある生徒の在籍する通常の学級でも、板書

やプリントなどの方法で、文字情報を多く提供していることなどを明らかにしている。し

かし、岩田（ 2008）の調査では、難聴学級設置校を対象としていることから、比較的配慮

がされている事例であると考えられる。すなわち、難聴学級設置校でない学校において、

聴覚障害のある児童生徒に配慮がされているかについても明らかにすることが必要である。 

さらに、山本・鳥越（ 2011）は、聴覚障害のある児童が在籍する小学校の通常の学級の
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授業を対象とした参与観察を行った。その結果、通常の学級の担当教員による配慮として、

①板書を多めにするなどの視覚的配慮が行われていること、②机間巡視のときに聴覚障害

のある児童に声かけが行われていることを明らかにした。しかし、山本・鳥越（ 2011）の

調査では、他にどのような配慮が行われているかは十分明らかにされていない。そのため、

この点について、明確にすることが必要である。 

加えて、河村・高橋（ 2013）は、愛媛県内の幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育

学校の特別支援教育コーディネーターを対象とした質問紙調査を行った。その結果、聴覚

障害のある児童生徒への配慮の内容のうち、座席位置への配慮や話し方の工夫は比較的行

われている一方で、配慮をしていない学校もいくつか見られることを明らかにした。しか

し、この調査には、主に２つの問題がある。１つは、調査項目が曖昧であったり、少なか

ったりすることである。例えば、河村・高橋（2013）は、聴覚障害のある児童生徒への配

慮の内容として、11 項目を設定していたが、話し方の工夫や視覚教材の工夫が何を指して

いるかが明確でない。それらが明確でないままでは、配慮の実態を明らかにしたところで、

配慮のあり方を検討することは難しい。そのため、より明確な項目を設定することが必要

である。もう１つは、聴覚障害のある児童生徒への配慮として行われているものが、授業

担当教員によるものか、校内の体制であるかが区別できないことである。すなわち、聴覚

障害のある児童生徒への配慮をしていないと回答した学校においても、教員個人のレベル

では、配慮をしている可能性がある。そのため、授業担当教員への調査をすることにより、

どのような配慮をしているかを明確にする必要がある。  

さらに、佐藤（2016）は、広島県の小学校、中学校の聴覚障害のある児童生徒の在籍す

る通常の学級の担当教員を対象とした質問紙調査を実施した。その結果、通常の学級にお

ける聴覚障害のある児童への配慮として、話し方の工夫は８割程度、視覚教材の工夫と聴

覚障害のある児童が理解しているかどうかの配慮は６割程度、座席位置の配慮は５割程度

である一方、聴覚障害のある生徒への配慮としては、聴覚障害のある生徒が理解している

かどうかの配慮と座席位置の配慮が２割程度行われていることを明らかにした。しかし、

佐藤（2016）の調査では、具体的にどのような配慮が行われているかが明確ではない。そ

のため、聴覚障害のある児童生徒への配慮の内容を明確にする必要がある。  

そして、内山（2016）は、高校を卒業した聴覚障害のある当事者を対象とした質問紙調

査を行った。その結果、授業で受けた配慮として、聴覚障害のある生徒のほうを見て話す

ことや、板書を多めに書くことがあったことを明らかにした。しかし、授業での配慮の内



- 16 - 

 

容が乏しいため、教員がどのような配慮をしているかが明確でない。そのため、教員の側

から、配慮の内容を明確にすることが必要である。 

３）聴覚障害のある児童生徒の保護者のニーズ 

 脇中・京都難聴児親の会（2002）は、聴覚障害のある子どもの保護者を対象とした質問

紙調査を行った。その結果、子どもの在籍した教育機関についての満足度が低かった理由

について、小学校、中学校、高校では、支援や情報保障が不十分だったことなどを明らか

にした。このことから、聴覚障害のある子どもの保護者は、聴覚障害のある子どもへの支

援を強く求めていると言える。しかし、脇中・京都難聴児親の会（ 2002）の調査では、聴

覚障害のある子どもの保護者が、どのような支援を求めているかといったニーズの詳細は

明らかにしていない。そのため、聴覚障害のある子どもへの支援をしていくにあたり、こ

の点について明確にすることが必要である。 

 次に、岩田（2009）は、小学校で学ぶ聴覚障害のある児童の保護者を対象とした質問紙

調査を行った。その結果、保護者から教員に配慮を要望しても改善がされないこと、教員

に配慮を申し出ることが難しいことを明らかにした。このような状況では、聴覚障害のあ

る児童の授業への参加は難しいと考えられる。そのため、通常の学級の担当教員は、聴覚

障害のある児童が授業に参加できるように意識を変える必要がある。  

 また、岩田（2014）は、中学校で学ぶ聴覚障害のある生徒の保護者を対象とした質問紙

調査を行った。その結果、教員の配慮に関して、①板書を多くすること、②ゆっくりと話

すこと、③聴覚障害のある生徒が授業を理解しているかどうか確認することについては、

多くの保護者が常に要望していることを明らかにした。このことから、聴覚障害のある生

徒にとって、これらの配慮が授業に参加する上で重要と言える。  

 加えて、岩田（2015a）は、小学校で学ぶ聴覚障害のある児童の保護者を対象とした質問

紙調査を行った。その結果、教員の配慮に関して、①前を向いて話すこと、②ゆっくり話

すこと、③板書を多くすること、④聴覚障害のある児童が授業を理解しているかどうか確

認すること、⑤グループ学習の際に集団での話し方について注意することについて、多く

の保護者が常に要望していることを明らかにした。このことから、聴覚障害のある児童が

授業に参加するためには、教員が配慮するだけではなく、他の聞こえる児童の配慮も必要

になると言えよう。  

 そして、岩田（2015b）は、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒の保護者を対象とした質問紙

調査を行った。その結果、教員の配慮に関して、①前を向いて話すこと、②板書を多くす
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ること、③他の生徒の発言を復唱したり、板書したりすることについては、半数以上の保

護者が常に要望していることを明らかにした。しかし、聴覚障害のある当事者である生徒

の要望は明らかにされていない。それが聴覚障害のある生徒のニーズを表しているとは限

らず、保護者の要望のみを踏まえてしまうと、聴覚障害のある生徒にとって有効な配慮と

はならない可能性がある。そのため、高校における聴覚障害のある生徒への配慮を考える

場合は、聴覚障害のある生徒のニーズを第１に考慮することが必要である。 

（２）授業担当教員以外の人員による支援  

 授業担当教員以外の人員による支援については、①ノートテイクによる支援に関する研

究（黒田・鷲尾・松本，2002；太田・下島，2003；下島・太田，2005；窪田・長南，2006；

下中村，2017）、②手話通訳による支援に関する研究（清水・高橋，2002；下中村，2017）、

③その他の研究（Stinson, M. S., Elliot, L. B, Kelly, R. R, & Liu, Y. ，2009；山

本・鳥越，2011）がある。  

１）ノートテイクによる支援  

黒田・鷲尾・松本 (2002) は、聴覚障害のある児童への教育補助員制度を活用した支援

が行われている小学校の通常の学級において、授業の様子をビデオ撮影し、ノートテイク

の記録と合わせて、ノートテイクの効果を検討した。その結果、ノートテイクをすること

は、①聴覚障害のある児童にとって、授業内容の確認として利用するなど、情報を獲得す

るための１つの手段として有効に機能していること、②教室の生き生きとした様子が伝わ

ることにより、聴覚障害のある児童の授業への参加意欲を高める役割があることを指摘し

ている。しかし、ノートテイクがある場合に、授業担当教員がどのような配慮をしている

かは明らかにされていない。ノートテイクをいくら工夫したところで、授業担当教員が何

の配慮もしない状態では、ノートテイクの効果は薄れてしまうと考えられる。そのため、

ノートテイクがある場合にも、聴覚障害のある児童が授業により参加できるようにするた

めに、授業担当教員はどのような配慮をすることが必要かについても検討することが必要

である。 

次に、太田・下島（2003）は、中学校の通常の学級における聴覚障害のある生徒へのパ

ソコンノートテイクによる支援の効果について、聴覚障害のある生徒を対象とした質問紙

調査を行った。その結果、パソコンノートテイクによる支援がなかった期間と比較すると、

授業内容、教員とクラスメイトのやり取りなどが伝わるようになったことを明らかにした。

このことから、パソコンノートテイクによる支援は、聴覚障害のある生徒が授業に参加す
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る上で有効であると言える。  

また、下島・太田（2005）は、中学校の通常の学級における聴覚障害のある生徒へのパ

ソコンノートテイクによる支援と学力の関係について、調査を行った。その結果、ノート

テイクを利用することによって学力が向上したことを明らかにした。さらに、下島・太田

（2005）は、その要因として、ノートテイクにより、①教員の音声がリアルタイムに文字

化されることで授業に集中できるようになったこと、②教員の発言内容が分かるようにな

ったことを示唆している。このことから、パソコンノートテイクによる支援は、単に、聴

覚障害のある生徒の授業への参加を可能にするだけではなく、学力にも結び付く可能性が

あると言える。  

加えて、窪田・長南（ 2006）は、高知県の小学校の難聴学級担当教員を対象とした質問

紙調査を行った。その結果、聴覚障害のある児童にとってのノートテイクの効果として、

①ノートテイクのない授業に比べて、ノートテイクのある授業のほうがよく分かったこと、

②口頭では忘れてしまうが、書いてあれば情報が残るので、見て分かることを明らかにし

た。このように、ノートテイクは聴覚障害のある児童が授業に参加する上で、重要な役割

を果たしていると言える。  

そして、下中村（2017）は、中学校の難聴学級担当教員を対象とした質問紙調査を行っ

た。その結果、ノートテイクの効果として、聴覚障害のある生徒への確実な情報伝達や、

聴覚障害のある生徒の授業参加があること、ノートテイクの課題として、ノートテイクを

する技術があること、ノートテイクの未実施理由として、聴覚障害のある生徒に不要であ

ることを明らかにした。このことから、聴覚障害のある生徒へのノートテイクによる支援

は、授業への参加を考える場合に、有効と言えよう。  

２）手話通訳による支援  

清水・高橋 (2002) は、小学校の通常の学級において、聴覚障害のある児童への手話通

訳による援助を行い、そのときの授業の様子をビデオ撮影し、聴覚障害のある児童の行動

を分析した。その結果、①聴覚障害のある児童が情報を求めているときに、タイミングよ

く伝わるように通訳を行う、②キーワードを中心に手話で提示するといった方法により、

聴覚障害のある児童が積極的に授業に参加できることを示唆している。しかし、この調査

では、聴覚障害のある児童の行動のみを分析対象としているため、授業担当教員が配慮を

しているかどうかは明らかにされていない。聴覚障害のある児童が授業に参加できるよう

にするためには、手話通訳による援助のみを考えるのではなく、授業担当教員はどのよう
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な配慮をする必要があるかについても検討する必要がある。  

一方、下中村（2017）は、中学校の難聴学級担当教員を対象とした質問紙調査を行った。

その結果、手話通訳の効果として、聴覚障害のある生徒への確実な情報伝達があること、

手話通訳の課題として、手話通訳をする技術があること、手話通訳の未実施理由として、

聴覚障害のある生徒が手話を使っていないため不要であることを明らかにした。しかし、

この調査結果では、手話通訳の効果に関する記述のうち、授業参加に関するものの数は一

番多いわけではなかった。そのため、手話通訳が聴覚障害のある生徒の授業への参加には

十分つながっていないと考えられる。そのため、聴覚障害のある生徒の授業への参加を促

す意識を持って手話通訳をすることが必要である。 

３）その他 

 Stinson, M. S., Elliot, L. B, Kelly, R. R, & Liu, Y. (2009) は、高校で学ぶ聴覚

障害のある生徒を対象とした質問紙調査を行った。その結果、手話通訳による支援よりも

ノートテイクによる支援のほうが、授業内容をより記憶にとどめていたことを明らかにし

た。しかし、ノートテイクや手話通訳による支援は授業内容をその場で伝える役割である

ことから、それを記憶にとどめているかどうかは重要でないと言える。そのため、それら

の支援をしたときに、授業に参加できているかどうかを検証することが必要である。 

山本・鳥越（ 2011）は、聴覚障害のある児童が在籍する通常の学級の授業を対象とした

参与観察を行った。その結果、難聴学級担当教員などによる支援として、①通常の学級の

担当教員の説明を、カードや指文字、手話などで伝えていること、②聴覚障害のある児童

が聞こえる児童と同じ行動を取れているかの確認をしていることを明らかにした。このこ

とから、聴覚障害のある児童生徒の授業参加のための方法を考える上で、授業担当教員以

外の人員による支援として、難聴学級担当教員など重要な役割を果たしていると言えよう。 

 

３．聴覚障害のある児童生徒への配慮や支援に関する実践事例 

聴覚障害のある児童生徒への配慮や支援に関する実践の現状について、インクルーシブ

教育システム構築支援データベース（以下、インクルＤＢ）「合理的配慮」実践事例データ

ベースから把握する。  

 はじめに、インクルＤＢから、実践事例の成果報告書を抽出する。すなわち、インクル

ＤＢ「合理的配慮」実践事例データベースにおいて、「聴覚障害」で検索した。次に、通常

の学校のうち、重複障害のある子どもへの事例と、特別支援学校の事例を除外した。そし
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て、小学校 11 件、中学校４件、高校２件の合計 17 件の成果報告書が得られた。次に、得

られた成果報告書から、授業参加のための配慮に関する記述を主に以下から抽出する。す

なわち、「合理①－１－１：学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮」、「合理

①－１－２：学習内容の変更・調整」、「合理①－２－１：情報・コミュニケーション及び

教材の配慮」であった。そして、抽出した記述を、①授業担当教員による配慮、②授業担

当教員以外の人員による支援の観点から分類する。 

（１）授業担当教員による配慮  

 授業担当教員による配慮に関する記述は、①話し方に関する配慮、②話し方に関するも

の以外の配慮の２つに分類された。以下では、話し方に関するもの以外の配慮を「授業環

境に関する配慮」とする。  

１）話し方に関する配慮  

 授業担当教員による話し方に関する配慮の記述があったのは、小学校 10 件、中学校３

件、高校２件の合計 15 件であった。それらは主に、①声の大きさに関する内容２件、②生

徒たちの顔を見て話すことに関する内容１件、③その他 12 件であった。声の大きさに関す

る内容としては、「ＦＭマイクを通しても聞き取りにくい音があるため、話者の音量調節へ

の配慮が行われている」などがあった。生徒たちの顔を見て話すことに関する内容として

は、「すべてを聞き取ることができないことがあるので、教員が聴覚障害のある生徒の顔を

見て話すようにしたりして、聴覚障害のある生徒が内容を正確に理解し、安心して学習で

きるように配慮している」があった。その他の内容としては、「通常の学級で学習するとき

は、教員の声が確実に届くように、ＦＭ補聴システムを適切に使うようにしている」や「通

常の学級の担当教員は、聴覚障害のある児童が話し手に注目していることを確認してから、

話をするように心がけている」などがあった。しかし、話し方に関する配慮の中には、話

す速さや口形の読み取りやすい話し方に関する記述は全く抽出されなかった。加えて、配

慮に関する記述数が少ないことから、聴覚障害のある児童生徒への授業参加を可能にする

ために配慮がされているかどうかが懸念される。  

２）授業環境に関する配慮  

 授業担当教員による授業環境に関する配慮の記述があったのは、小学校 38 件、中学校

17 件、高校４件の合計 59 件であった。また、それらは主に、①聴覚障害のある生徒の座

席の位置に関する内容 12 件、②視聴覚教材に関する内容８件、③板書に関する内容６件、

④グループ学習に関する内容７件、⑤他の生徒の発言への対応に関する内容９件、⑥聴覚
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障害のある生徒が授業を理解しているか注意を向けることに関する内容５件、⑦その他 12

件であった。聴覚障害のある生徒の座席の位置に関する内容としては、「聞こえにくさを補

うため、座席位置は最前列の左側にしている。教員の表情が明確に分かり、板書も正確に

見ることができ、また、他の生徒の顔も見やすい」などがあった。視聴覚教材に関する内

容としては、「理科や社会の授業では、パソコンで見ることができる字幕付きの教育番組を

利用している」などがあった。板書に関する内容では、「大事なことの説明や指示は、でき

る限り板書を行っている」などがあった。グループ学習に関する内容としては、「グループ

学習のときは、グループ内の生徒もＦＭ補聴マイクを使用する」などがあった。他の生徒

の発言への対応に関する内容としては、「他の生徒の発言が聴覚障害のある生徒に聞き取

れていないことが教科担任者会で話題となった。発言する生徒にマイクを回すことを検討

したが、教員が生徒の意見を繰り返すことで、聴覚障害のある生徒に届くような方法に切

り替えた」などがあった。聴覚障害のある生徒が授業を理解しているか注意を向けること

に関する内容としては、「多人数の授業や実習では、授業の内容や教員の指示を聞き取れな

いことがあるので、教員が机間指導を行って、授業内容や指示内容が聞き取れているかの

確認を行っている」などがあった。その他の内容としては、「授業中、新しい語彙が出た時

には丁寧に説明し、場合によっては写真や絵などの視覚情報を提示して理解が図れるよう

にした」、「教科書を実物投影機で映し出し、読んでいる部分を教員が指差しすることで、

聴覚障害のある児童が確認できるようにしている」などがあった。  

（２）授業担当教員以外の人員による支援  

 授業担当教員以外による配慮に関する記述があったのは、小学校 22 件、中学校 10 件、

高校２件の合計 34 件であった。また、それらは主に、①机や椅子のテニスボールによる騒

音軽減に関する内容６件、②難聴学級担当教員や支援員、教育補助員によるノートテイク

や手話通訳による支援に関する内容７件、③要約筆記者の派遣依頼に関する内容２件、④

難聴学級担当教員などによるノートテイクや手話通訳以外の支援に関する内容 19 件であ

った。①机や椅子のテニスボールによる騒音軽減に関する内容としては、「使用済みのテニ

スボールを譲り受け、それを机と椅子の脚にはめ、聴覚障害のある生徒の教室内雑音の軽

減を行っている」などがあった。難聴学級担当教員や支援員、教育補助員によるノートテ

イクや手話通訳の実施に関する内容としては、「聴覚障害のある生徒が他の生徒と同様の

学習内容を習得することができるよう、全ての教科において、支援員によるノートテイク

等の情報保障が行われている。その際、視線移動ができるだけ少なくなるよう、支援員の
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位置などを配慮している」などがあった。要約筆記者の派遣依頼に関する内容としては、

「座学である生物基礎及び保健の授業に要約筆記者を派遣した」などがあった。特定教科

における難聴学級担当教員によるノートテイクや手話通訳以外の支援に関する内容として

は、「教科書の音読ではどうしても他の児童と同時に読むことが困難である。学習支援員が

文を指差しでなぞって、どこを読んでいるかを示した」などがあった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

第２節 これまでの先行研究及び実践の問題点 

 これまでの先行研究及び実践の問題点は、以下の４点である。  

１．聴覚障害のある児童生徒のニーズの詳細が不明確であること  

 聴覚障害のある児童生徒のニーズの詳細が不明確である理由は、主に３点ある。 

 １つ目は、聴覚障害のある児童生徒自身を対象としていないからである。すなわち、聴

覚障害のある当事者を対象とした研究は、野村（ 1990）や長谷川ら（2001）など比較的多

いものの、聴覚障害のある児童生徒を対象とした研究は、伊東・四日市（ 1999）や林・高

橋（2003）、Esera（2008）のみであり、現在学校で学んでいる聴覚障害のある児童生徒の

ニーズを反映しているとは言い難い。  

 ２つ目は、聴覚障害のある児童生徒や当事者への調査方法が質問紙によるものだからで

ある。すなわち、美濃・鳥越（ 2007）と Esera（2008）以外は、質問紙調査を行っているた

め、大まかなニーズは把握できるものの、例えば、話す速さであれば、どの程度の速さで

あればよいのかなど、ニーズの程度までは把握できていない。  

 ３つ目は、聴覚障害のある児童生徒や当事者のニーズが断片的だからである。すなわち、

あらかじめ調査項目を設定して調査を行った研究は、主に伊東・四日市（ 1999）のみであ

り、それ以外は、具体的な項目は十分に設定されずに調査が行われている。そのため、聴

覚障害のある児童生徒のニーズを十分に把握したとは言い難い。  

 

２．授業担当教員による配慮の状況の詳細が不明確であること  

 授業担当教員による配慮の状況が不明確である理由は、以下のとおりである。 

 すなわち、先行研究では、あらかじめ調査項目を設定していなかったり、調査項目を設

定していても自由記述などで不十分であったりしたからである。例えば、菅家・四日市（ 2007）

は配慮の内容の回答を自由記述で求めたために、配慮している内容が一部しか分からず、

どのようなことを配慮していて、どのようなことを配慮していないかが明確でない。また、

実践事例でも、配慮すべき項目があらかじめ設定されていないために、実践している内容

を列挙しているだけで、どのようなことを配慮していて、どのようなことを配慮していな

いかが明確でない。  

 

３．教員による配慮が生徒のニーズに合っているかどうかが不明確であること  

 授業担当教員による配慮が、聴覚障害のある生徒のニーズに合っているかどうかが不明
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確である理由は、以下のとおりである。  

 すなわち、先行研究や実践事例では、聴覚障害のある生徒のニーズの詳細を明らかにで

きていないことに加えて、授業担当教員による配慮の状況の詳細も分かっていない。教員

が聴覚障害のある生徒に配慮をする場合、生徒のニーズを踏まえることは不可欠であるが、

これまで、聴覚障害のある生徒のニーズを踏まえて教員が配慮を行っているかどうかも検

討されていない。聴覚障害のある生徒のニーズを踏まえずに配慮を行っているとしたら、

聴覚障害のある児童生徒は授業に参加できないことになるため、教員が聴覚障害のある生

徒のニーズを踏まえた配慮をすることが必要である。  

 

４．授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の区別が不明確であること  

 授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の区別が不明確である理由は、以下の

とおりである。なお、本研究では、校内における配慮に関する取り決めのことを「校内体

制」と表現する。  

 すなわち、先行研究では、調査対象者と回答対象者が一致していないからである。例え

ば、河村・高橋（2013）は特別支援教育コーディネーターを対象としているが、調査内容

は、教員個人が回答すべき項目と、校内体制の状況として回答すべき項目が混在していた

ため、河村・高橋（2013）の調査結果が、教員個人によるものか、校内体制の状況か区別

できない。  

 

５．教員による配慮が校内体制に基づいたものであるかどうかが不明確であること  

 教員による配慮が校内体制に基づいたものであるかどうかが不明確である理由は、以下

のとおりである。すなわち、先行研究では、教員の配慮の状況と校内体制の状況を区別し

て、調査をしていないため、教員による配慮が校内体制に基づいたものであるかどうかが

検討されていない。教員による配慮が、校内体制に関係ないものであれば、各教員の判断

で配慮をしたり、しなかったりすることになる。聴覚障害のある生徒に必要であるにも関

わらず、配慮をしない場合、聴覚障害のある児童生徒は授業に参加できないことになるた

め、教員個人に配慮を任せるのではなく、配慮に関する校内体制を整えることが必要であ

る。 
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第３節 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題の解決方策  

１．聴覚障害のある児童生徒自身を対象とする調査  

 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題として、①聴覚障害のある児童

生徒自身を対象としておらず、②聴覚障害のある児童生徒や当事者への調査方法が質問紙

によるものであり、③聴覚障害のある児童生徒や当事者のニーズが断片的であるため、聴

覚障害のある児童生徒のニーズの詳細が不明確であることを述べた。そのため、それらの

問題を解決するために、聴覚障害のある児童生徒を対象としたインタビュー調査を行うこ

とが必要と言える。この場合、聴覚障害のある児童生徒のニーズを網羅的に明らかにする

ため、質問項目を細かく具体的に設定しておくことが必要である。  

 

２．授業担当教員を対象とする調査  

 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題として、これまでの先行研究や

実践事例では、調査項目を設定していなかったり、調査項目を設定していても自由記述な

どで不十分であったりしたため、授業担当教員による配慮の状況の詳細が不明確であるこ

とを述べた。そのため、その問題を解決するために、授業担当教員を対象とする調査を行

う場合にも、質問項目を細かく具体的に設定しておくことが必要である。  

 

３．特別支援教育コーディネーターを対象とする調査  

 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題として、これまでの先行研究で

は、調査対象者と回答対象者が一致していないために、授業担当教員による配慮の状況と

校内体制の状況の区別が不明確であることを述べた。そのため、校内体制の状況に関する

調査であることを明記した調査項目を設定し、調査をすることが必要である。  

 

４．聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の状況の関連の検討 

 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題として、これまで、聴覚障害の

ある生徒のニーズを踏まえて教員が配慮を行っているかどうかが検討されていないために、

授業担当教員による配慮が、聴覚障害のある児童生徒のニーズに合っているかどうかが不

明確であることを述べた。そのため、聴覚障害のある児童生徒のニーズと教員による配慮

の状況を明らかにした上で、教員による配慮が聴覚障害のある児童生徒のニーズに合った

ものかどうかを検討することが必要である。  
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５．授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連の検討 

 聴覚障害のある児童生徒の授業参加の実現における問題として、これまで、教員による

配慮が校内体制に基づいたものであるかどうかが検討されていないために、教員の配慮が

校内体制に基づいたものであるかどうかが不明確であることを述べた。そのため、教員に

よる配慮の状況と校内体制の状況を明らかにした上で、教員の配慮が校内体制に基づいた

ものであるかどうかを検討することが必要である。  
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第４節 本研究の対象及び意義と目的 

１．本研究の対象  

 本研究では、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象とする。その理由は以下の２点であ

る。 

１つ目は、高校における聴覚障害のある生徒への配慮の検討の必要性が指摘されている

からである。すなわち、岩田（2012）は、聴覚障害のある児童生徒の教育環境について、

①小学校や中学校の段階では、難聴特別支援学級などで配慮が行われているが、高校の段

階になると、聴覚障害のある生徒への配慮や支援の体制がほとんど構築されていないこと、

②今後は、高校での聴覚障害のある生徒への配慮や支援について検討していく必要がある

ことを指摘している。 

２つ目は、高校における聴覚障害のある生徒への配慮に関する研究や実践が乏しく、配

慮のあり方が十分検討されていないからである。すなわち、田部（ 2011）は、①従来、身

体障害または視覚・聴覚障害のある生徒には必要な配慮や指導内容・指導方法の工夫がな

されてきたこと、②今後は、発達障害のある生徒に対して、どのような配慮や指導上の工

夫がなされるかが、特別支援教育との関係で問われることを指摘している。しかし、下中

村・古田（2014）は、高校における発達障害以外の障害のある生徒に関する研究・実践は

限られていることを指摘した。 

 

２．本研究の意義  

 本研究の意義は、以下の２点である。  

 １つ目は、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあり方につい

て提言できることである。すなわち、これまで、生徒のみを対象とした調査や教員のみを

対象とした調査、特別支援教育コーディネーターを対象とした調査が、それぞれ行われて

おり、聴覚障害のある生徒への配慮について検討されてきた。しかし、本研究は、それら

を一体的に調査することにより、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のため配

慮について、より具体的な配慮のあり方を提示できると考える。  

 ２つ目は、小学校や中学校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあ

り方の参考になることである。本研究では、高校における聴覚障害のある生徒への授業参

加のための配慮のあり方を提示するが、それは小学校や中学校の通常の学級における聴覚

障害のある児童生徒への配慮を考える上でも参考になると考える。  
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３．本研究の目的  

以上から、本研究では、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮の

あり方を検討し、それについて提示することを目的とする。そのために、①聴覚障害のあ

る生徒のニーズ、②授業担当教員による配慮の状況、③聴覚障害のある生徒への配慮に関

する校内体制の状況について明らかにする。具体的には以下のとおりである。  

 第２章では、聴覚障害のある生徒を対象としたインタビュー調査を行い、授業時の配慮

に関する認識について明らかにし、授業における聴覚障害のある生徒のニーズを分析する。 

 第３章では、授業担当教員を対象とした質問紙調査を行い、授業担当教員による配慮の

状況について明らかにし、聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の関連

を分析する。  

 第４章では、特別支援教育コーディネーターを対象とした質問紙調査を行い、聴覚障害

のある生徒への配慮に関する校内体制の状況を明らかにし、授業担当教員による配慮の状

況と校内体制の状況の関連を分析する。  

 第５章では、第１章から第４章を踏まえて、高校における聴覚障害のある生徒への授業

参加のための配慮のあり方を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 聴覚障害のある生徒の配慮に関するニーズ 
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第１節 目的 

本章では、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒の授業参加のための配慮に関するニー

ズを明らかにすることを目的とする。  

 

第２節 方法 

１．調査対象 

調査対象者は、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒８名とした。調査対象者の選定方

法は以下のとおりである。  

はじめに、Ｐ県の教育機関を通じて、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒がいる家庭

14 件に研究協力に関する依頼文を送付した。そのうち、調査協力の同意が得られた家庭６

件の生徒６名を対象とした。また、Ｐ県以外の県の言語・聴覚障害児の保護者団体事務局

に協力依頼を行った結果、Ｑ県で調査協力の同意が得られた家庭１件の生徒１名を対象と

した。さらに、Ｑ県の教育機関を通じて、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒がいる家

庭９件に研究協力に関する依頼文を送付した。そのうち、調査協力の同意が得られた家庭

１件の生徒１名を対象とした。すなわち、Ｐ県とＱ県で教育機関と保護者団体事務局を通

じて研究への協力の依頼をした結果、Ｐ県で６名、Ｑ県で２名、計８名の協力者が得られ

た。以下、Ａさん～Ｈさんとする。  

 

２．調査実施期間 

2014 年１月～11 月とした。  

 

３．調査手続き  

調査対象者である聴覚障害のある生徒に対して、半構造化面接（以下、インタビュー）

を、保護者同席のもとで生徒１人当たり１時間半～２時間程度実施した。インタビューの

場所は、対象者の自宅が３名、飲食店（飲食場所）が５名であった。なお、生徒の記憶が

曖昧な場合や、保護者が答えることが適当な場合は、保護者から補足的情報を得た。 

インタビューの質問項目は、伊東・四日市  (1999) を参考に、①聴覚障害のある生徒に

関する基本情報（属性６項目、教育歴３項目）、②聴覚障害のある生徒の授業に関する認識

（授業名及び授業数１項目、教員の話し方６項目、授業環境７項目、参加しやすい授業と

参加しにくい授業４項目）に関して作成した。なお、質問項目は主に、６件法のリッカー
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ト尺度を用いた。通常の高校に在籍経験のある聴覚障害のある大学生１名に点検を依頼し、

その結果をもとに質問項目の修正を行った。これにより、一定程度は、質問項目を細かく

具体的に設定できたものと考えた。本調査で用いた質問項目の詳細を Table 1 に示す。 

インタビューの記録は、筆者がその場で筆記により行った。なお、インタビュー実施前

に、聴覚障害のある生徒にコミュニケーション方法に関して確認し、インタビュー実施中

は、筆者が話す速さや声の大きさ、話す時の口形について調整した。調査対象とした生徒

の中で手話によるコミュニケーションを希望する者はいなかった。  

 

４．分析方法  

 質問項目により得られた内容を、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業で比較

することにより、聴覚障害のある生徒のニーズを分析する。また、最も参加しやすい授業

と最も参加しにくい授業の内容を聴覚障害のある生徒の属性により分類することにより、

聴覚障害のある生徒の属性によって、どのようなニーズの違いがあるかを分析する。  
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Table 1 インタビューの質問項目  

 

 

 

 

 

 

１．聴覚障害のある生徒に関する基本情報

（１）聴覚障害のある生徒の属性
　　１）性別
　　２）在籍高校
　　３）聴覚障害の程度
　　４）聴覚補助具
　　５）日常のコミュニケーション手段
　　６）聞き取りやすい声の高さ
（２）聴覚障害のある生徒がこれまで受けてきた支援
　　１）小学校での支援
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第３節 結果 

１．聴覚障害のある生徒の属性  

聴覚障害のある生徒の属性を Table 2 に示す。生徒は男子２名、女子６名で、全員が小

学校と中学校の時に難聴学級、または難聴教室で支援を受けていた。ただし、Ｅさんは中

学校では支援を受けておらず、Ｆさんは中学校では通常の学級で支援を受けていた。在籍

高校については、公立校が５名、私立校が３名であり、生徒は各高校に１名ずつ在籍して

おり、同じ高校に在籍している者はいなかった。聴覚障害の程度については、ＷＨＯ（世

界保健機関）の聴覚障害の基準で分類する。ＷＨＯの聴覚障害の基準は、子どもの場合、

良聴耳平均聴力レベルが 31～60ｄＢが中等度、61～80ｄＢが高度、81ｄＢ以上が重度とさ

れている。そのため、この分類によれば、対象生徒は、重度の生徒が６名、高度の生徒が

１名、中等度の生徒が１名であった。聴覚補助具については、補聴器（両耳）が７名、人

工内耳（片耳）が１名であった。また、８名中５名は、授業時にＦＭ補聴器を使用してい

た。日常のコミュニケーション手段については、全員が音声を用いており、その中で、読

話を併用する生徒が４名、手話や身振りを併用する生徒が６名であった。聞こえやすい声

の高さについては、高い声が聞こえやすい生徒が２名、低い声が聞こえやすい生徒が５名

であった。１名については聞こえやすい音の高さはなかった。  

 

２．参加しやすい授業  

現在受けている授業の数について、Ａさんは 13 科目、Ｂさんは 15 科目、Ｃさんは 14 科

目、Ｄさんは 11 科目、Ｅさんは 14 科目、Ｆさんは９科目、Ｇさんは 13 科目、Ｈさんは 14

科目であった。  

 参加しやすい授業の順位について、 Table 3 に示す。１位から５位まで順に、Ａさんは

国語、情報、書道、現代社会、保健、Ｂさんは情報、現代社会（２位まで）、Ｃさんは数学、

国語、物理、日本史、世界史、Ｄさんは数学（１位のみ）、Ｅさんは古典、化学、世界史、

英語、現代文、Ｆさんは体育①、体育②、保健、化学、現代文（体育①と体育②は異なる

授業のため、区別している）、Ｇさんは化学、数学、英語、情報、国語、Ｈさんは世界史（１

位のみ）であった。  
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Table 2 聴覚障害のある生徒の属性  

 

 

Table 3 参加しやすい授業の順位  

 

＊「－」はその順位に該当する授業がないことを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 性別 高校 障害の程度 聴覚補助具
日常の

コミュニケーション手段
聞き取りやすい

声の高さ

Ａ 女子 私立 重度 補聴器（両耳） 音声，手話 低音

Ｂ 女子 公立 重度 人工内耳（片耳） 音声，読話，身振り，手話 該当せず

Ｃ 男子 私立 重度 補聴器（両耳） 音声 低音

Ｄ 女子 公立 重度 補聴器（両耳） 音声，読話，身振り，指文字，筆談 低音

Ｅ 男子 公立 重度 補聴器（両耳） 音声，読話，身振り 低音

Ｆ 女子 公立 重度 補聴器（両耳） 音声，読話，身振り，指文字 高音

Ｇ 女子 公立 高度 補聴器（両耳） 音声 低音

Ｈ 女子 私立 中等度 補聴器（両耳） 音声，身振り 高音

対象 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

Ａ 国語 情報 書道 現代社会 保健
Ｂ 情報 現代社会 － － －
Ｃ 数学 国語 物理 日本史 世界史
Ｄ 数学 － － － －
Ｅ 古典 化学 世界史 英語 現代文
Ｆ 体育① 体育② 保健 化学 現代文
Ｇ 化学 数学 英語 情報 国語
Ｈ 世界史 － － － －
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３．最も参加しやすい授業   

（１）授業の概要  

最も参加しやすい授業として８名全員から挙げられた科目は、国語１名、古典１名、数

学２名、化学１名、世界史１名、体育１名、情報１名であった。それらの科目における教

員の話し方に関する認識を Table 4、授業環境に関する認識を Table 5 に示す。  

（２）教員の話し方に関する認識  

最も参加しやすい授業における教員の話し方に関する生徒の認識については、「話す速

さ」については、「少しゆっくり」が２名、「ちょうどいい」が１名、「ちょっと速い」が２

名、「少し速い」が３名であり、３名が教員の話す速度について十分であると認識していた。

「声の大きさ」については、「少し大きい」が１名、「大きい」が４名、「とても大きい」が

３名であり、８名全員が教員の声の大きさについて十分であると認識していた。次に、「声

の高さ」については、「低い」が１名、「少し低い」が２名、「低いほう」が１名、「分から

ない」が１名、「少し高い」が１名、「高い」が２名であった。「声の聞き取りやすさ」につ

いては、「少し聞き取りやすい」が１名、「聞き取りやすい」が５名、「とても聞き取りやす

い」が２名であり、８名全員が教員の声の聞き取りやすさについて十分であると認識して

いた。最後に、「口形の読み取りやすさ」については、「少し読み取りやすい」が１名、「読

み取りやすい」が４名、「とても読み取りやすい」が１名、「あまり見てはいない」が１名、

「意識して見てはいない」が１名であり、口形をあまり見てはいない生徒２名を除けば、

６名が教員の口形の読み取りやすさについて十分であると認識していた。  

（３）教員の話し方に関する要望  

「教員への意見・要望」については、Ｆさんのみが挙げていた。それは、声の聞き取り

やすさに関する要望として「言葉遣い」と回答したものと考えられる。  

（４）授業環境に関する認識  

最も参加しやすい授業における授業環境に関する生徒の認識については、「テニスボー

ル」については、「あり」が５名、「なし」が２名、「該当せず」が１名であった。「ない」

と回答したが、「パソコン室は絨毯」というＢさんの回答や、「騒音の少ない脚」というＥ

さんの回答があることと、教室外での授業であると回答したＦさんを除けば、７名が「あ

る」と回答したものと見なせた。次に、「座席の位置」については、「前から３番目で、窓

側」、「右側の前のほう」、「前のほう」などであり、教室外での授業分１名を除き、全員が

「前方」と回答した。「板書の量」については、「ほとんどない」が１名、「普通」が３名、
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「少し多い」が２名、「日によって違う」が１名、「該当せず」が１名であった。「プリント

の量」については、「普通」が４名、「該当せず」が４名であった。「視聴覚教材での困難」

については、「なし」が１名、「あまりない」が１名、「該当せず」が６名であり、困難以前

に、視聴覚教材が使用されていない授業が多かった。「グループ学習での困難」については、

「なし」が２名、「該当せず」が６名であり、困難以前に、グループ学習が行われていない

授業が多かった。  

（５）授業環境に関する要望  

「教員への意見・要望」については、全員が「なし」を挙げていた。  
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Table 4 最も参加しやすい授業における教員の話し方に関する認識  

 

＊「」は、あらかじめ設定した項目以外に、生徒自身が  

自らの言葉によって回答したものである。（以降の Table でも同様） 

 

Table 5 最も参加しやすい授業における授業環境に関する認識  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 話す速さ 声の大きさ 声の高さ 声の聞き取りやすさ 口形の読み取りやすさ

Ａ 少し速い とても大きい 少し低い とても聞き取りやすい 読み取りやすい

Ｂ 少し速い 大きい 「分からない」 聞き取りやすい 読み取りやすい

Ｃ 「ちょっと速い」 大きい 少し低い 聞き取りやすい 読み取りやすい

Ｄ 少しゆっくり とても大きい 「低いほう」 聞き取りやすい 読み取りやすい

Ｅ 少しゆっくり 少し大きい 少し高い 少し聞き取りやすい 少し読み取りやすい

Ｆ 「ちょっと速い」 とても大きい 高い とても聞き取りやすい とても読み取りやすい
Ｇ 少し速い 大きい 低い 聞き取りやすい 「あまり見ていない」

Ｈ 「ちょうどいい」 大きい 高い 聞き取りやすい 「意識して見てはいない」

対象
テニス
ボール

座席の位置 板書の量 プリントの量
視聴覚教材
での困難

グループ学習
での困難

Ａ あり 「前から３番目で、窓側」 少し多い 普通 該当せず なし

Ｂ なし 「右側の前のほう」 ほとんどない 該当せず 該当せず 該当せず

Ｃ あり 「前のほう」 普通 該当せず 該当せず 該当せず

Ｄ あり 「前から３番目で、窓側」 普通 普通 該当せず 該当せず

Ｅ なし 「一番前で、窓側（左側）」 普通 普通 該当せず 該当せず

Ｆ 該当せず 該当せず 該当せず 該当せず 「あまりない」 なし

Ｇ あり 「前から２番目で、窓側の端」 少し多い 普通 なし 該当せず

Ｈ あり 「前から２番目」 「日によって違う」 該当せず 該当せず 該当せず
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４．参加しにくい授業  

参加しにくい授業の順位について、 Table 6 に示す。１位から５位まで順に、Ａさんは

生物、化学、英語①、英語②（４位まで）（英語①と英語②は異なる授業のため、区別して

いる）、Ｃさんは英語（１位のみ）、Ｄさんは現代文、プログラミング（２位まで）、Ｆさん

は数学、英語、日本史、世界史（４位まで）、Ｈさんは古典、英語（２位まで）であった。

なお、Ｂさん、Ｅさん、Ｇさんについて、参加しにくい授業はなかった。  

 

５．最も参加しにくい授業   

（１）授業の概要  

最も参加しにくい授業として８名中５名から挙げられた科目は、現代文１名、古典１名、

数学１名、英語１名、生物１名であった。それらの科目における教員の話し方に関する認

識を Table 7、教員の話し方に関する要望を Table 8、授業環境に関する認識を Table 9、

授業環境に関する要望を Table 10 に示す。  

（２）教員の話し方に関する認識  

最も参加しにくい授業における教員の話し方に関する生徒の認識については、「話す速

さ」については、「とても速い」が２名、「速いほう」が１名、「書くのが追いつかないくら

い」が１名、「よく分からない」が１名であり、４名が教員の話す速度について十分でない

と認識していた。「声の大きさ」については、「小さい」が１名、「少し大きい」が２名、「大

きい」が２名であり、１名のみが教員の声の大きさについて十分でないと認識していた。

「声の高さ」については、「低い」が１名、「少し低い」が１名、「高い」が３名であった。

「声の聞き取りやすさ」については、「聞き取りにくい」が３名、「分からない」が１名、

「普通」が１名であり、３名が教員の声の聞き取りやすさについて十分でないと認識して

いた。「口形の読み取りやすさ」については、「とても読み取りにくい」が１名、「読み取り

にくい」が１名、「少し読み取りやすい」が１名、「分からない」が１名、「見ない」が１名

であり、２名が教員の口形の読み取りやすさについて十分でないと認識していた。  

（３）教員の話し方に関する要望  

「教員への意見・要望」については、３名の生徒が教員に対して一定の意見・要望を挙

げていた。それは、話す速さに関する意見として「早口言葉みたいに話す」、声の大きさに

関する要望として「ゆっくり大きな声で話してほしい」、声の聞き取りやすさに関する要望

として「聞き取りやすく話してほしい」、口形の読み取りやすさに関する要望として「口形
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をはっきりしてほしい」などが挙げられた。  

（４）授業環境に関する認識  

最も参加しにくい授業における授業環境に関する生徒の認識については、「テニスボー

ル」については、「あり」が４名、「なし」が１名であった。「座席の位置」については、「前

から３番目で、窓側」、「前のほう」などであり、５名が「前方」と回答した。「板書の量」

については、「少ない」が１名、「普通」が３名、「日によって違う」が１名であった。「プ

リントの量」については、「あまり使われない」が１名、「普通」が１名、「とても多い」が

１名、「よく分からない」が１名、「該当せず」が１名であった。「視聴覚教材での困難」に

ついては、「なし」が１名、「該当せず」が４名であり、困難以前に、視聴覚教材が使用さ

れていない授業が多かった。「グループ学習での困難」については、「あり」が１名、「該当

せず」が４名であり、困難以前に、グループ学習が行われていない授業が多かった。その

中でも、困難の具体的内容は、「３、４人で、教科書を回して読むことがあり、その時は FM

マイクを回してもらっている。しかし、FM マイクでも聞き取れないことがあるので、はっ

きり話してもらいたい」というものであった。  

（５）授業環境に関する要望  

「教員への意見・要望」については、５名全員から一定の回答が得られた。それは、板

書に関する要望として「黒板に書いてほしい」、難聴への理解に関する要望として「難聴の

ことを分かっていない」、その他として「質問は当てないでほしい」などが挙げられた。  
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Table 6 参加しにくい授業の順位  

 

＊「－」はその順位に該当する授業がないことを示す。  

 

Table 7 最も参加しにくい授業における教員の話し方に関する認識  

 

 

Table 8 最も参加しにくい授業における教員の話し方に関する要望  

 

 

 

対象 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

Ａ 生物 化学 英語① 英語② －
Ｂ － － － － －
Ｃ 英語 － － － －
Ｄ 現代文 プログラミング － － －
Ｅ － － － － －
Ｆ 数学 英語 日本史 世界史 －
Ｇ － － － － －
Ｈ 古典 英語 － － －

対象 話す速さ 声の大きさ 声の高さ 声の聞き取りやすさ 口形の読み取りやすさ

Ａ とても速い 小さい 高い 聞き取りにくい とても読み取りにくい
Ｃ 「よく分からない」 大きい 高い 「分からない」 「分からない」
Ｄ 「速いほう」 大きい 高い 聞き取りにくい 読み取りにくい
Ｆ とても速い 少し大きい 少し低い 聞き取りにくい 少し読み取りやすい
Ｈ 「書くのが追いつかないくらい」 少し大きい 低い 「普通」 「見ない」

対象 教員への意見・要望

・早口言葉みたい話す（自分はプリントを見ているので、口形が分からない）
・口形をはっきりしてほしい
・ゆっくり大きな声で話してほしい
・教科書を見ながら話す

Ｄ
・口の動きが小さく、速い
・聞き取りやすい話し方
・話す速さについて担任を通じて各教科の先生にお願いしたが、速いまま
・話すスピードが速い
・ゆっくり話してほしい
・聞き取りやすく話してほしい

Ｆ

Ａ
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Table 9 最も参加しにくい授業における授業環境に関する認識  

 

 

Table 10 最も参加しにくい授業における授業環境に関する要望  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象
テニス
ボール

座席の位置 板書の量 プリントの量
視聴覚教材
での困難

グループ学習
での困難

Ａ あり 「前から３番目で窓側」 少ない とても多い 該当せず 該当せず

Ｃ あり 「前のほう」 普通 「よく分からない」 該当せず 該当せず

Ｄ あり 「前から３番目で窓側」 普通 「あまり使われない」 該当せず あり

Ｆ なし 「一番前で窓側から２列目」 普通 該当せず 該当せず 該当せず

Ｈ あり 「前から２番目」 「日によって違う」 普通 なし 該当せず

対象 教員への意見・要望

・黒板を使わない
・黒板に書いてほしい
・難聴のことを分かっていない

Ｃ ・よく分からない
Ｄ ・プリント
Ｆ ・質問は当てないでほしい
Ｈ ・黒板に書いてほしい

Ａ
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６．最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の比較  

（１）教員の話し方に関する認識  

 教員の話し方に関する認識について、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の

比較を Table 11 に示す。最も参加しやすい授業がある生徒は８名であり、最も参加しにく

い授業がある生徒は５名であった。  

「話す速さ」について、最も参加しやすい授業では、「とても速い」と「速い」に該当す

る生徒はいないが、最も参加しにくい授業では、該当する生徒が見られた。「声の大きさ」

について、最も参加しやすい授業では、全員が十分であると認識しているが、最も参加し

にくい授業では、「小さい」と認識している生徒がおり、声の大きさを比較的小さいと認識

していると言える。「声の聞き取りやすさ」について、最も参加しやすい授業では、全員が

十分であると認識しているが、最も参加しにくい授業では、「聞き取りにくい」と認識して

いる生徒が大半である。「口形の読み取りやすさ」について、最も参加しやすい授業では、

全員が十分と認識しているが、最も参加しにくい授業では、「読み取りにくい」と認識して

いる生徒が大半である。  

（２）授業環境に関する認識  

 授業環境に関する認識について、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の比較

を Table 12 に示す。「板書の量」や「プリントの量」、「視聴覚教材での困難」について、

最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業で、生徒の認識にほとんど違いは見られな

い。一方、「グループ学習での困難」について、最も参加しやすい授業では、２名とも困難

がないと認識しているが、最も参加しにくい授業では、１名のみではあるが、困難がある

と認識している。  

（３）教員の話し方及び授業環境に関する要望  

 教員の話し方及び授業環境に関する要望について、最も参加しやすい授業と最も参加し

にくい授業の比較を、Table 13 に示す。教員の話し方について、最も参加しやすい授業で

は、教員への意見・要望はほとんどないが、最も参加しにくい授業では、５名中３名から

教員への意見・要望が挙げられた。しかし、２名からは、最も参加しにくい授業であるに

も関わらず、教員への意見・要望が見られなかった。一方、授業環境について、最も参加

しやすい授業では教員への意見・要望は全く見られないが、最も参加しにくい授業では、

５名全員から、教員への意見・要望が挙げられた。しかし、生徒の中には、「分からない」

と回答した者もいた。  
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Table 11 教員の話し方に関する認識についての  

最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の比較  

 

 

Table 12 授業環境に関する認識についての  

最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の比較  

 

最も参加しやすい授業 最も参加しにくい授業

とても速い 0 2
速い 0 2
少し速い 5 0
ちょうどいい 1 0
少しゆっくり 2 0
とても大きい 3 0
大きい 4 2
少し大きい 1 2
小さい 0 1
とても聞き取りやすい 2 0
聞き取りやすい 5 0
少し聞き取りやすい 1 0
普通 0 1
聞き取りにくい 0 3
とても読み取りやすい 1 0
読み取りやすい 4 0
少し読み取りやすい 1 1
読み取りにくい 0 1
とても読み取りにくい 0 1

項目

話す速さ

声の大きさ

声の聞き取りやすさ

口形の読み取りやすさ

最も参加しやすい授業 最も参加しにくい授業

少し多い 2 0
普通 3 3
少ない 0 1
ほとんどない 1 0
板書がない 1 0
とても多い 0 1
普通 4 1
あまり使われていない 0 1
プリントがない 4 1
あまりない 1 0
なし 1 1
あり 0 1
なし 2 0

板書の量

項目

プリントの量

視聴覚教材での困難

グループ学習での困難
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Table 13 教員の話し方及び授業環境に関する要望についての  

最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の比較  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も参加しやすい授業 最も参加しにくい授業

意見・要望あり 1 3
意見・要望なし 7 2
意見・要望あり 0 5
意見・要望なし 8 0

教員の話し方

授業環境

項目
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７．最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の内容の聴覚障害のある生徒の属性に

よる分類 

（１）聴覚障害の程度による分類  

 最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の内容の聴覚障害の程度による分類につ

いて、Table 14 に示す。聴覚障害のある生徒を聴覚障害の程度で分類すると、重度未満の

生徒が２名、重度の生徒が６名であった。  

「話す速さ」について、重度未満の生徒と重度の生徒のいずれも、最も参加しにくい授

業に比べて、最も参加しやすい授業のほうが、話す速さは遅めであると認識している。「声

の大きさ」について、重度未満と重度の生徒のいずれも、最も参加しにくい授業に比べて、

最も参加しやすい授業のほうが、声の大きさは大きめであると認識している。「声の聞き取

りやすさ」について、重度未満の生徒と重度の生徒のいずれも、最も参加しにくい授業に

比べて、最も参加しやすい授業のほうが、声の聞き取りやすさが十分であると認識してい

る。その一方で、「口形の読み取りやすさ」については、重度の生徒のみ、最も参加しにく

い授業に比べて、最も参加しやすい授業のほうが、口形の読み取りやすさが十分であると

認識していた。また、「板書の量」や「プリントの量」については、重度未満の生徒と重度

の生徒のいずれも、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業を比べても、大きな違

いは見られなかった。  

（２）コミュニケーション手段による分類  

最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の内容のコミュニケーション手段による

分類について、Table 15 に示す。聴覚障害のある生徒をコミュニケーション手段で分類す

ると、音声のみの生徒が２名、音声以外併用の生徒が６名であった。  

「話す速さ」について、音声以外併用の生徒の場合、最も参加しにくい授業に比べて、

最も参加しやすい授業のほうが、話す速さを遅めであると認識している。「声の大きさ」に

ついて、音声のみの生徒と音声以外併用の生徒のいずれも、最も参加しにくい授業に比べ

て、最も参加しやすい授業のほうが、声の大きさを大きめであると認識している。「声の聞

き取りやすさ」について、音声以外併用の生徒の場合、最も参加しにくい授業に比べて、

最も参加しやすい授業のほうが、声の聞き取りやすさが十分であると認識している。「口形

の読み取りやすさ」について、音声以外併用の生徒のみ、最も参加しにくい授業に比べて、

最も参加しやすい授業のほうが、口形の読み取りやすさが十分であると認識している。そ

の一方で、「板書の量」や「プリントの量」については、音声のみの生徒と音声以外併用の
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生徒のいずれも、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業を比べても、大きな違い

は見られなかった。  
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Table 14 最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の内容の  

聴覚障害の程度による分類  

 

 

 

 

 

 

最も参加
しやすい

最も参加
しにくい

最も参加
しやすい

最も参加
しにくい

とても速い 0 0 0 2

速い 0 1 0 1

少し速い 1 0 4 0
ちょうどいい 1 0 0 0
少しゆっくり 0 0 2 0
とても大きい 0 0 3 0
大きい 2 0 2 2
少し大きい 0 1 1 1
小さい 0 0 0 1
とても聞き取りやすい 0 0 2 0
聞き取りやすい 2 0 3 0
少し聞き取りやすい 0 0 1 0
普通 0 1 0 0
聞き取りにくい 0 0 0 3
とても読み取りやすい 0 0 1 0
読み取りやすい 0 0 4 0
少し読み取りやすい 0 0 1 1
読み取りにくい 0 0 0 1
とても読み取りにくい 0 0 0 1
口形をあまり見ない 2 1 0 0
少し多い 1 0 1 0
普通 0 0 3 3
少ない 0 0 0 1
ほとんどない 0 0 1 0
板書がない 0 0 1 0
とても多い 0 0 0 1
普通 1 1 3 0

あまり使われていない 0 0 0 1

プリントがない 1 0 3 1

2 1 6 4

重度未満 重度
項目

板書の量

合計（最大での人数）

話す速さ

プリントの量

口形の読み取りやすさ

声の聞き取りやすさ

声の大きさ
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Table 15 最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業の内容の  

コミュニケーション手段による分類  

 

 

 

 

 

 

最も参加
しやすい

最も参加
しにくい

最も参加
しやすい

最も参加
しにくい

とても速い 0 0 0 2

速い 0 0 0 2

少し速い 2 0 3 0
ちょうどいい 0 0 1 0
少しゆっくり 0 0 2 0
とても大きい 0 0 3 0
大きい 2 1 2 1
少し大きい 0 0 1 2
小さい 0 0 0 1
とても聞き取りやすい 0 0 2 0
聞き取りやすい 2 0 3 0
少し聞き取りやすい 0 0 1 0
普通 0 0 0 1
聞き取りにくい 0 0 0 3
とても読み取りやすい 0 0 1 0
読み取りやすい 1 0 3 0
少し読み取りやすい 0 0 1 1
読み取りにくい 0 0 0 1
とても読み取りにくい 0 0 0 1
口形をあまり見ない 1 0 0 0
少し多い 1 0 1 0
普通 1 1 2 2
少ない 0 0 0 1
ほとんどない 0 0 1 0
板書がない 0 0 1 0
とても多い 0 0 0 1
普通 1 0 3 1

あまり使われていない 0 0 0 1

プリントがない 1 0 3 1

2 1 6 4

音声以外併用

話す速さ

声の大きさ

声の聞き取りやすさ

合計（最大での人数）

口形の読み取りやすさ

板書の量

プリントの量

項目
音声のみ
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第４節 考察 

 本章では、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒の授業参加のための配慮に関するニーズを明

らかにすることを目的として、インタビュー調査を行い、最も参加しやすい授業と最も参

加しにくい授業の比較、及び、それらの内容について、生徒の属性により分類し、分析を

行った。  

１．教員の話し方に関するニーズ  

（１）聴覚障害のある生徒に必要な配慮  

教員の話し方に関するニーズについて、伊東・四日市（1999）では、「教員の話し方が読

話しやすいか、または聞き取りやすいか」が指摘されていたが、本研究の結果からは、「声

の聞き取りやすさ」と「口形の読み取りやすさ」に加えて、「話す速さ」と「声の大きさ」

についても、聴覚障害のある生徒にとっては重要であることが明らかになった。すなわち、

聴覚障害のある生徒の授業参加のための配慮に関するニーズとして、聴覚障害のある生徒

にとって、①話す速さが適切であること、②声の大きさが適切であること、③聞き取りや

すい話し方であること、④口形が読み取りやすい話し方であることが指摘できる。そのた

め、聴覚障害のある生徒がいるクラスの授業担当教員は、これらのニーズを踏まえた上で

配慮をすれば、聴覚障害のある生徒の授業参加を可能にすることができると考えられる。 

（２）聴覚障害のある生徒への配慮の具体的方法  

聴覚障害のある生徒への配慮の具体的方法について、「口形の読み取りやすさ」について

は、Ａさんが、「口形をはっきりしてほしい」と教員への意見・要望を述べたように、口形

をはっきりすることが有効であろう。また、「話す速さ」や「声の大きさ」については、Ａ

さんが、「ゆっくり大きな声で話してほしい」と教員への意見・要望を述べており、「声の

聞き取りやすさ」については、Ｆさんが、「聞き取りやすく話してほしい」と教員への意見・

要望を述べているが、それらの意見・要望だけでは、配慮の程度は不明である。すなわち、

「口形の読み取りやすさ」以外の配慮については、聴覚障害のある生徒にとって、話す速

さや声の大きさが適切であることが必要となることから、配慮の程度は聴覚障害のある生

徒によって異なると考えられる。そのため、教員は、聴覚障害のある生徒に配慮をする場

合は、どのように話す場合に、聴覚障害のある生徒にとって、話す速さや声の大きさが適

切であるのか、声が聞き取りやすいかの確認をすることが必要である。 

 

２．授業環境に関するニーズ  
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（１）聴覚障害のある生徒に必要な配慮  

授業環境に関するニーズとして、伊東・四日市（1999）では、「参加しやすい授業では板

書の量が多いこと、資料の量や教科書の使用頻度等について大きな差はなかったこと」が

指摘されていたが、本研究の結果からは、聴覚障害のある生徒によっては、板書やプリン

トに関するニーズが見られたが、全体的な傾向として、「板書の量」や「プリントの量」に

ついて、最も参加しやすい授業と最も参加しにくい授業で大きな違いは見られないことが

明らかになった。すなわち、「プリントの量」については、Ｄさんが「プリント」と教員へ

の意見・要望で述べているものの、全体的な傾向としては先行研究と同様の結果であった。

そのため、「プリントの量」については、聴覚障害のある生徒のニーズとは限らないと考え

られる。加えて、「板書の量」については、Ａさんが「黒板に書いてほしい」と教員への意

見・要望を述べているように、聴覚障害のある生徒の中には板書を求めている者もいるが、

全体的な傾向としては先行研究と異なる結果となった。そのため、「板書の量」については、

聴覚障害のある生徒のニーズとしてあるかどうかが定かでないため、さらなる検証が求め

られると言える。  

一方、「グループ学習での困難」については、最も参加しやすい授業では該当する生徒が

いなかったのに対して、最も参加しにくい授業では該当する生徒がいたことから、グルー

プ学習の際に配慮が必要である可能性が明らかになった。これは、先行研究では明らかに

されていないことである。このことから、聴覚障害のある生徒の授業参加のための配慮に

関するニーズとして、グループ学習の際の配慮があることが指摘できる。そのため、聴覚

障害のある生徒がいるクラスの授業担当教員は、このニーズを踏まえた上で配慮をすれば、

聴覚障害のある生徒の授業参加を可能にすることができると考えられる。しかし、「グルー

プ学習での困難」については、そもそも、グループ学習が行われている授業が少なく、該

当する生徒自体が少なかったことから、聴覚障害のある生徒のニーズとしてあるかどうか

が定かでないため、さらなる検証が求められると言える。 

（２）聴覚障害のある生徒への配慮の具体的方法  

 聴覚障害のある生徒への配慮の具体的方法について、「グループ学習での困難」について、

「３、４人で、教科書を回して読むことがあり、そのときはＦＭマイクを回してもらって

いる。しかし、ＦＭマイクでも聞き取れないことがあるので、はっきり話してもらいたい」

という困難の内容が挙げられたように、グループ学習の際には、聴覚障害のある生徒がグ

ループ学習に参加する上で困難が生じないように配慮をすることが有効であろう。  
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３．聴覚障害のある生徒の属性によるニーズの違い  

（１）聴覚障害の程度が重度の生徒のニーズ  

 先に述べたように、聴覚障害のある生徒全体のニーズとしては、「話す速さ」、「声の大き

さ」、「声の聞き取りやすさ」、「口形の読み取りやすさ」があり、「板書の量」、「プリントの

量」についてはニーズがあるか定かでない。その一方で、聴覚障害のある生徒の属性とし

て、聴覚障害の程度によってニーズを分析したところ、「口形の読み取りやすさ」について

のみ、聴覚障害のある生徒全体の傾向と異なる結果が明らかになった。すなわち、「口形の

読み取りやすさ」については、聴覚障害の程度が重度の生徒のみ、最も参加しにくい授業

に比べて、最も参加しやすい授業で十分であると認識していた。そのため、聴覚障害の程

度が重度の生徒の場合は、授業参加のためのニーズとして、口形の読み取りやすい話し方

があることを指摘できる。聴覚障害のある生徒がいるクラスの授業担当教員は、これらの

ニーズを踏まえた上で配慮をすれば、聴覚障害のある生徒の授業参加を可能にすることが

できると考えられる。 

（２）コミュニケーション手段による生徒のニーズの違い 

 聴覚障害のある生徒の属性として、コミュニケーション手段によってニーズを分析した

ところ、聴覚障害のある生徒全体の傾向と異なる結果は見られなかった。これは、分析す

る際のデータが不足したことに起因したと考えられる。そのため、コミュニケーション手

段による生徒のニーズの違いについては、さらなる検証が求められると言える。  
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第３章 授業担当教員による配慮の状況 
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第１節 目的 

本章では、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮の状況につ

いて明らかにし、教員の経験と配慮の関連について検討することを目的とする。また、第

２章で明らかになった聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮がされているかどうかに

ついても検討する。  

 

第２節 方法 

１．調査対象  

 事前に家庭及び生徒本人から同意を得た上で、生徒の通う高校に研究協力を依頼した。

学校長から了解が得られた３校において、聴覚障害のある生徒が学ぶクラスの授業担当教

員 37 名を対象とした。これらの教員が担当している授業は、数学が５名、体育と英語がそ

れぞれ４名、情報が３名、国語と現代社会、物理、化学、生物、保健、書道、家庭、「総合

的な学習の時間」がそれぞれ２名、古典、と世界史、日本史がそれぞれ１名であった。  

聴覚障害のある生徒は各校に１名ずつ在籍しており、それぞれＡさん～Ｃさんとする（Ａ

さんとＢさん：１年、Ｃさん：２年）。良聴耳平均聴力レベルは、ＷＨＯの聴覚障害の基準

では重度であり、小学校、中学校の時に難聴特別支援学級に在籍するか、難聴通級指導教

室で支援を受けていた。Ａさんは補聴器を両耳に装用し、日常のコミュニケーション手段

は音声と手話である。Ｂさんは人工内耳を片耳に装用し、日常のコミュニケーション手段

は音声と読話、手話、身振りである。Ｃさんは補聴器を両耳に装用し、日常のコミュニケ

ーション手段は音声のみである。３名とも授業時にＦＭ補聴器を使用していた。  

 

２．調査実施期間 

2014 年 10 月～12 月とした。 

 

３．調査手続き  

 調査対象者である授業担当教員に対して、質問紙調査を行った。質問紙は筆者が学校に

持参し、管理職教員が調査対象者へ配布し、回収した。その後、筆者が学校を訪問し、回

収した。  

質問紙調査での質問項目は、伊東・四日市（ 1999）、菅家・四日市（2007）を参考に、①授

業担当教員の経験４項目（勤務経験校種、聴覚障害のある生徒の教育経験、聴覚障害以外



- 54 - 

 

の障害のある生徒の教育経験、障害や特別支援教育に関する研修の受講経験）、②授業担当

教員の話し方に関する配慮９項目（話す速さ、声の大きさ、声の聞き取りやすさ、口の動

かし方、生徒たちの顔を見て話すこと、板書をするときに話をしないこと、文節などで区

切って話すこと、身振りや手振りをすること、その他（話し方））、③授業担当教員の授業

環境に関する配慮 10 項目（ＦＭマイクを渡すこと、対象生徒の座席の位置、視聴覚教材、

板書、プリント、対象生徒が書き写すまで時間を取ること、グループ学習、他の生徒の発

言への対応、対象生徒に注意を向けること、その他（授業環境））に関して作成した。これ

により、一定程度は、質問項目を細かく具体的に設定できたと考えた。なお、質問項目は

主に、２件法を用いた。本調査で用いた質問項目の詳細を Table 16 に示す。回答結果によ

っては、筆者らが「該当しない」と判断した。すなわち、実技系の科目など、「板書」が行

われない授業の場合、「板書するときには話をしないこと」が無記入であっても、「該当し

ない」とした。  

 

４．分析方法  

 質問項目により得られた内容を、選択式の項目については単純集計し、自由記述の内容

は補助的に用いることにより、授業担当教員による配慮の状況及び経験と配慮の関連を分

析する。また、第２章で得られた聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮がされている

かどうかの分析を試みる。 
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Table 16 質問紙調査で用いた質問項目の詳細 

 

１．授業担当教員の経験

（１）これまでの勤務校の数を教えてください。（現任校を含む）
　（５件法による複数選択：小学校、中学校、高校、特別支援学校、専門学校）
（２）今までに、対象生徒以外に、聴覚障害のある生徒の教育の経験はありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（３）今までに、聴覚障害以外に、障害のある生徒の教育の経験はありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（４）障害や特別支援教育に関する研修の受講経験（２件法による単一選択：はい、いいえ）
２．授業担当教員による話し方に関する配慮
（１）話す速さについて、気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（２）声の大きさについて、気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（３）聞き取りやすく話すために、気をつけていることはありますか？
　（３件法による単一選択：はい、いいえ、分からない）・具体的内容（自由記述）
（４）口の動かし方について、気をつけていることはありますか？
　（３件法による単一選択：はい、いいえ、分からない）・具体的内容（自由記述）
（５）話をするときに、生徒たちの顔を見て話すようにしていますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）
（６）板書をしているときに、黒板を見て生徒たちに話すことがありますか？（体育を除く）
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・回答の理由（自由記述）
（７）話をするときに、文節などで区切りながら話をするようにしていますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）
（８）話をするときに、身振りや手振りをつけることがありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（９）話し方について、その他に気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
３．授業担当教員による授業環境に関する配慮
（１）他の生徒が発言している時、FMマイクを渡すようにしていますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（５件法による単一選択：ほとんど渡すようにしている、
　ときどき渡すようにしている、あまり渡すようにしていない、ほとんど渡すようにしていない、その他）
（２）対象生徒の座席の位置について、気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（３）視聴覚教材について、気をつけていることはありますか？（視聴覚教材を使用する場合）
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（４）板書について、気をつけていることはありますか？（体育を除く）
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（５）プリントについて、気をつけていることはありますか？（体育は除く）
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（６）対象生徒が板書をノートやワークシートに書き終わるまで時間を取るようにしていますか？（体育を除く）
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）
（７）グループ学習について、気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（８）他の生徒が発言したときの対応について、気をつけていることはありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（９）対象生徒が授業を理解しているか、注意を向ける（様子を見る）ことがありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（10）その他に、気をつけていることがありますか？
　（２件法による単一選択：はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
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第３節 結果 

１．授業担当教員の経験  

授業担当教員の経験を Table 17 に示す。特別支援学校での勤務経験がある教員はほと

んどいなかったが、それら以外の３項目においては、その経験のある教員が半数程度見ら

れた。それらは、調査時点で担当する生徒以外の聴覚障害のある生徒の教育経験、聴覚障

害以外の障害のある生徒の教育経験、障害や特別支援教育に関する研修の受講経験であっ

た。 

 

２．授業担当教員による配慮の状況  

（１）話し方に関する配慮  

１）話し方に関する配慮の状況 

授業担当教員による話し方に関する配慮の状況を Table 18 に示す。話し方に関して配

慮していると認識している教員が半数を超えた項目は、「生徒たちの顔を見て話すこと」、

「声の大きさ」、「話す速さ」、「話をするときに身振りや手振りをすること」、「聞き取りや

すく話すこと」の５項目であった。その中でも、「生徒たちの顔を見て話すこと」について

は配慮していると認識している教員が 35 名（94.6%）であり、配慮していると認識してい

る教員が最も多かった。一方、「口の動かし方」は 13 名（35.1%）、「板書するときには話を

しないこと」は７名（ 18.9%）であり、それらは配慮していると認識している教員の割合が

比較的低かった。  

２）話し方に関する配慮の具体的内容  

授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容を Table 19～Table 25 に示す。

話し方に関する配慮の具体的内容としては、「話す速さ」では、主に４つの内容に関する自

由記述が得られた。それらは、「他クラスと比較すると、ゆっくり話すように心がけている」

や「少しゆっくり話す」などであった。「声の大きさ」では、主に４つの内容に関する自由

記述が得られた。それらは、「大きな声で話す」や「小声にならないように心がけている」

などであった。「聞き取りやすく話すこと」では、主に８つの内容に関する自由記述が得ら

れた。それらは、「ゆっくり滑舌よくしゃべる」や「文と文の間に、間を置くように心がけ

ている」などであった。「口の動かし方」では、主に２つの内容に関する自由記述が得られ

た。それらは、「できる限り、大きく動かすようにしている」や「大きく口を開けて、対象

生徒から見える位置で話す」などであった。「板書をするときには話をしないこと」では、
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主に２つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「対象生徒が口の動きを読み取れ

ないため」や「声が通るように、板書を終えてから話す」などであった。「話をするときに

身振りや手振りをすること」では、主に３つの内容に関する自由記述が得られた。それら

は、「大きさを示したり、形を表したりする」や「自分や相手を指したりする」などであっ

た。「その他（話し方）」では、主に５つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、

「なるべく丁寧に、正しい言葉遣いを心がけている」や「大切なところは、特に大きく話

す」などであった。  
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Table 17 授業担当教員の経験  

 

 

Table 18 授業担当教員による話し方に関する配慮の状況  

 

人数 （％）

あり 1 2.7
なし 34 91.9
無記入 2 5.4
あり 16 43.2
なし 20 54.1
無記入 1 2.7
あり 18 48.6
なし 16 43.2
無記入 3 8.1
あり 18 48.6
なし 15 40.5
無記入 4 10.8

４．障害や特別支援教育に関する研修の受講経験

項目

１．特別支援学校での勤務経験

２．聴覚障害のある生徒の教育経験

３．聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験

人数 （％）

気をつけている 24 64.9
気をつけていない 12 32.4
無記入 1 2.7
気をつけている 25 67.6
気をつけていない 11 29.7
無記入 1 2.7
気をつけている 23 62.2
気をつけていない 6 16.2
分からない 7 18.9
無記入 1 2.7
気をつけている 13 35.1
気をつけていない 14 37.8
分からない 9 24.3
無記入 1 2.7
気をつけている 35 94.6
気をつけていない 0 0.0
無記入 2 5.4
気をつけている 7 18.9
気をつけていない 23 62.2
該当しない 6 16.2
無記入 1 2.7
気をつけている 18 48.6
気をつけていない 17 45.9
無記入 2 5.4
気をつけている 24 64.9
気をつけていない 12 32.4
無記入 1 2.7
気をつけている 12 32.4
気をつけていない 23 62.2
無記入 2 5.4

37 100

６．板書をするときには話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと

８．話をするときに身振りや手振りをすること

９．その他（話し方）

合計

項目

１．話す速さ

２．声の大きさ

３．聞き取りやすく話すこと

４．口の動かし方

５．生徒たちの顔を見て話すこと
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Table 19 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容（話す速さ）  

 

 

Table 20 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容（声の大きさ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・ゆっくり話す

・他クラスと比較すると、ゆっくり話すように心がけている

・教科書に載っていないことは、ゆっくり話す

・日付やページ数を伝えるときはゆっくり話す

少しゆっくり ・少しゆっくり話す

早口注意 ・できるだけ早口にならないようにしている

・早口にならないように、遅過ぎないように話す

・英語は、速さを注意して話す

１．話す速さ

ゆっくり

速さ注意

項目 内容 自由記述の例

・大きな声で話す

・できるだけ大きな声で話す

少し大きく ・少し大きめの声を出す

きちんと届く ・一番遠くの席に座っている生徒に、きちんと届く大きさで話すようにしている

・小声にならないように心がけている

・小さくこもらないように気を配る

大きく

小声注意

２．声の大きさ
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Table 21 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容  

（聞き取りやすく話すこと）  

 

 

Table 22 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容（口の動かし方）  

 

 

Table 23 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容  

（板書をするときには話をしないこと）  

 

＊本項目では、具体的内容ではなく、配慮の理由に関する自由記述の例を示している。  

 

 

項目 内容 自由記述の例

話す速さ ・ゆっくり話す

・やや大きい声で、話す速さを一定にする

・ゆっくり大きな声で話す

・低音にならないようにしている

・高すぎたり低すぎたりする音に気をつけている

・はっきりと話す

・はっきり発音するように心がけている

・発音ははっきりゆっくりする

・口をはっきり開けて話す

・口を大きく動かす

・ゆっくり滑舌よくしゃべる

・ゆっくり話すようにしている

話す方向 ・対象生徒の方を向く

・文と文の間に、間を置くように心がけている

・フレーズの区切れを少し長く取る

３．聞き取りやすく話すこと

話す速さ＋声の大きさ

声の高さを注意

発音をはっきり

口形をはっきり

滑舌よく

話すときの間

項目 内容 自由記述の例

・できる限り、大きく動かすようにしている

・大きく動かして、読唇できるように心がけている

・大きく口を開けて、対象生徒から見える位置で話す

・口元をできるだけ見やすくする

大きく

見やすく

４．口の動かし方

項目 内容 自由記述の例

・対象生徒が口の動きを読み取れないため

・指示などが伝わらない可能性があるため

・後ろ向きだと、生徒が聞いているか確認できないため

・声が通るように、板書を終えてから話す

・声だけでなく、口の動きを見て、より正しく理解できるようにするため

消極的意味

肯定的意味

６．板書をするときには
話をしないこと
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Table 24 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容  

（話をするときに身振りや手振りをすること）  

 

 

Table 25 授業担当教員による話し方に関する配慮の具体的内容（その他（話し方））  

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・大きさを示したり、形を表したりする

・文章の中に出てきた人の動作やものの形、大きさなどを表現することがある

・高い、低いなどを表す

・日付、ページ数、時間などは指を立てて数字を表す

・英文に合ったジェスチャーを加えることがある

（Open to ～：テキストを開く、Look at ～：実際のページを指す）

・書き方、作業のやり方を表す

・自分や相手を指したりする

・板書した文字を指す

・方向や大きさや形などを表す

・手を上げて振ったりする

・笑ったり、手を広げたりする

・何か回収する際は、一番後ろの人を指さしたり、集めるジェスチャーを入れる

具体的表現

方向

その他

８．話をするときに
身振りや手振りをすること

項目 内容 自由記述の例

・ゆっくりめに、大きくはっきりと話すことを心がけている

・相手に分かりやすいような話し方で話す

・なるべく丁寧に、正しい言葉遣いを心がけている

・高めの声で話す

強調 ・大切なところは、特に大きく話す

・重要事項は繰り返すことが多い

・同じ内容を繰り返したりする

・生徒を見ながら話す（右から左、左から右へと全体を意識して）

・顔を見て話す

・必ず生徒の視線を確認して説明する

・対象生徒を見るようにしている

９．その他（話し方）

聞き取りやすさ

発言の復唱

顔を見る

対象生徒への注意
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（２）授業環境に関する配慮  

１）授業環境に関する配慮の状況  

授業担当教員による授業環境に関する配慮の状況を Table 26 に示す。授業環境に関し

て配慮していると認識している教員が半数を超えた項目は、「対象生徒が授業を理解して

いるか注意を向けること」が 19 名（51.4%）のみであった。その他の項目は、配慮してい

ると認識している教員は半数以下であった。  

２）授業環境に関する配慮の具体的内容  

授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容を Table 27～Table 34 に示す。

授業環境に関する配慮の具体的内容としては、「対象生徒の座席の位置」では、主に３つの

内容に関する自由記述が得られた。それらは、「教員になるべく近い席に置くようにしてい

る」や「教員の口の動きが見えやすい位置」などであった。「視聴覚教材」では、主に４つ

の内容に関する自由記述が得られた。それらは、「場所など、対象生徒に確認をする」や「音

量の調節をする」などであった。「板書」では、主に６つの内容に関する自由記述が得られ

た。それらは、「定義や公式などで文章表現をする」や「他クラスでは板書しないことも板

書する」などであった。「プリント」では、主に２つの内容に関する自由記述が得られた。

それらは、「記入する欄をはっきりさせる」や「板書を簡単にできるようにしている」であ

った。「グループ学習」では、主に３つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「お

互いの顔が見えるように、机を合わせる」や「ペアでの活動の場合、うまく聞こえている

か、机間巡視する」であった。「他の生徒の発言への対応」では、主に５つの内容に関する

自由記述が得られた。それらは、「大きな声で繰り返す」や「必ず発言を繰り返し、対象生

徒が分かるように伝える」などであった。「対象生徒が授業を理解しているか注意を向ける

こと」では、主に６つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「できるだけ授業中

の表情を観察するようにしている」や「説明が聞き取れているか、対象生徒に確認するこ

とがある」であった。「その他（授業環境）」では、主に４つの内容に関する自由記述が得

られた。それらは、「教科書、資料集のページ数は必ず書く」や「さりげなく気を配るよう

にしている」などであった。  

 

 

 

 



- 63 - 

 

Table 26 授業担当教員による授業環境に関する配慮の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 （％）

気をつけている 1 2.7
気をつけていない 35 94.6
無記入 1 2.7
気をつけている 11 29.7
気をつけていない 18 48.6
該当しない 3 8.1
無記入 5 13.5
気をつけている 8 21.6
気をつけていない 22 59.5
無記入 7 18.9
気をつけている 11 29.7
気をつけていない 17 45.9
該当しない 5 13.5
無記入 4 10.8
気をつけている 2 5.4
気をつけていない 26 70.3
該当しない 3 8.1
無記入 6 16.2
気をつけている 6 16.2
気をつけていない 20 54.1
該当しない 4 10.8
無記入 7 18.9
気をつけている 2 5.4
気をつけていない 22 59.5
該当しない 3 8.1
無記入 10 27.0
気をつけている 8 21.6
気をつけていない 22 59.5
該当しない 1 2.7
無記入 6 16.2
気をつけている 19 51.4
気をつけていない 12 32.4
無記入 6 16.2
気をつけている 17 45.9
気をつけていない 13 35.1
無記入 7 18.9

37 100合計

６．対象生徒が板書を書き終わるまで時間を取ること

７．グループ学習

８．他の生徒の発言への対応

９．対象生徒が授業を理解しているか注意を向けること

10．その他（授業環境）

項目

１．発言する生徒にＦＭマイクを渡すこと

２．対象生徒の座席の位置

３．視聴覚教材

４．板書

５．プリント
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Table 27 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容  

（対象生徒の座席の位置）  

 

 

Table 28 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容（視聴覚教材）  

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・調理実習などの特別教室の場合は前の席

・１番前の座席で、作業確認しています

・少し横の前から２・３番目

・教員になるべく近い席に置くようにしている

・窓側の前から２列目（口の動きが見えやすい位置）

・教員の口の動きが見えやすい位置

・前のほうに座ってもらったり、自由に見やすいところに座ってもらっている

・教卓から見て右側前方になるようにしているが、
　本人は他の生徒と一緒に席替えをやりたいようなので、本人の意思を優先にしている

・教卓から見て右側、なるべく前にしているが、本人の希望を優先させている

２．対象生徒の座席の位置

前方

見えやすい

生徒の意向も考慮

項目 内容 自由記述の例

・ＴＶの映像を見せる際は「女子が前」とするなど、近いところに座らせる

・場所など、対象生徒に確認をする

見やすいように ・皆が見やすいようにする

・ＦＭマイクをスピーカーに近づける

・音源を向ける

・音量の調節をする

・なるべく大きなボリュームで流す

・できるだけ自分の声で言い直す

・ＣＤでは聞き取りづらいということで、生で読むことにしている

位置

聞きやすいように

代替方法

３．視聴覚教材
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Table 29 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容（板書）  

 

 

Table 30 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容（プリント）  

 

 

Table 31 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容（グループ学習）  

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・大きく、分かりやすい字で書く

・小さい字にならないようにする

色分け ・色分けをして、重要なポイントなどを示すようにしている

・定義や公式などで文章表現をする

・読みづらい漢字や、聞き取りづらい漢字等を板書し、読みをつける

・少し詳しく書く

・他クラスでは板書しないことも板書する

・他クラスでは口頭説明で終わるところも、なるべく板書するようにしている

・話したこと、重要な点は可能な限り板書する

・答えの部分を示すようにしている

・答案は、必要な分は省略せず書いている

・答えは口頭のみにならないように気をつける

時間を分ける ・話をする時間と板書する時間を分けている

大きい

文章の読み方や表現

詳しく

解答部分

４．板書

項目 内容 自由記述の例

分かりやすさ ・記入する欄をはっきりさせる

板書しやすいように ・板書を簡単にできるようにしている
５．プリント

項目 内容 自由記述の例

・お互いの顔が見えるように、机を合わせる

（対象生徒の顔を見て話せるように、お互いに向かい合う）

ＦＭマイク ・ＦＭマイクを使用させる（渡す）

机間巡視 ・ペアでの活動の場合、うまく聞こえているか、机間巡視する

顔が見えるように

７．グループ学習
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Table 32 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容  

（他の生徒の発言への対応）  

 

 

Table 33 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容  

（対象生徒が授業を理解しているか注意を向けること）  

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

大きな声で ・大きな声で繰り返す

必ず ・内容は必ず繰り返す

必ず（分かるように） ・必ず発言を繰り返し、対象生徒が分かるように伝える

できるだけ ・できるだけ言い直す（もう一度、繰り返して言う）

復唱 ・回答を復唱する

８．他の生徒の発言への対応

項目 内容 自由記述の例

表情 ・できるだけ授業中の表情を観察するようにしている

・板書した事項を写しているときや話をしているとき、それとなく様子をうかがう

・対象生徒の作業の様子を確認をしている

・顔が上がっているか、指示を聞いてすぐに動くか見る（確認する）

・対象生徒を確認しながら、授業をしている

・机間巡視をして回る

（分かっているか、確認する）

・ノートを取れているかを見る

・机間巡視の際に、ノートを確認する

プリントのチェック ・プリントをどれくらい書いているかを見る

・説明が聞き取れているか、対象生徒に確認することがある

・声かけをしている

・時々、質問する

ノートのチェック

机間巡視

様子

直接の確認

９．対象生徒が授業を理解しているか
注意を向けること
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Table 34 授業担当教員による授業環境に関する配慮の具体的内容  

（その他（授業環境）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・話が聞きとれているか、確認することがある

・聞こえているか、確認をしている

・「顔上げて」、「書いて」、「考えて」の指示をはっきり伝える

・チャイムと重なるときに指示は出さない

・連絡事項はなるべく黒板に書く

・教科書、資料集のページ数は必ず書く

・実習の授業のときには実習ができているか、見に行って確認するようにしている

・さりげなく気を配るようにしている

・クラスに溶け込んでいるか、注意して見ている

聞き取れているか

指示の際の注意

板書

気配り

10．その他（授業環境）
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３．授業担当教員の経験と配慮の関連  

（１）聴覚障害のある生徒の教育経験と配慮の関連  

１）話し方に関する配慮との関連  

聴覚障害のある生徒の教育経験と授業担当教員による話し方に関する配慮の関連を

Table 35 に示す。  

「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴覚のある生徒の教育経験「あり」

のほうが高い項目は４項目のみであった。すなわち、それらは、「声の大きさ」、「生徒たち

の顔を見て話すこと」、「板書をするときには話をしないこと」、「文節などで区切って話す

こと」であった。それに対して、聴覚障害のある生徒の教育経験「あり」のほうが低い項

目は、５項目であった。すなわち、それらは、「話す速さ」、「聞き取りやすく話すこと」、

「口の動かし方」、「話をするときに身振りや手振りをすること」、「その他（話し方）」であ

った。そのため、聴覚障害のある生徒の教育経験が、必ずしも話し方に関する配慮に結び

付いていないことが示唆された。  

２）授業環境に関する配慮との関連  

聴覚障害のある生徒の教育経験と授業担当教員による授業環境に関する配慮の関連を

Table 36 に示す。  

「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害のある生徒の教育経験「あ

り」のほうが高い項目は、６項目であった。すなわち、それらは、「対象生徒の座席の位置」、

「視聴覚教材」、「プリント」、「対象生徒が板書を書き終わるまで時間を取ること」、「グル

ープ学習」、「その他（授業環境）」であった。それに対して、聴覚障害のある生徒の教育経

験「あり」のほうが低い項目は、４項目のみであった。すなわち、それらは、「発言する生

徒にＦＭマイクを渡すこと」、「板書」、「他の生徒の発言への対応」、「対象生徒が授業を理

解しているか注意を向けること」であった。そのため、聴覚障害のある生徒の教育経験が、

授業環境に関する配慮に若干結び付いていることが示唆された。  

 

 

 

 

 

 



- 69 - 

 

Table 35 聴覚障害のある生徒の教育経験と 

授業担当教員による話し方に関する配慮の関連 

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 9 56.3 14 70.0 1 24 64.9
気をつけていない 7 43.8 5 25.0 0 12 32.4
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 11 68.8 13 65.0 1 25 67.6
気をつけていない 5 31.3 6 30.0 0 11 29.7
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 9 56.3 13 65.0 1 23 62.2
気をつけていない 5 31.3 1 5.0 0 6 16.2
分からない 2 12.5 5 25.0 0 7 18.9
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 5 31.3 7 35.0 1 13 35.1
気をつけていない 8 50.0 6 30.0 0 14 37.8
分からない 3 18.8 6 30.0 0 9 24.3
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 16 100 19 95.0 0 35 94.6
気をつけていない 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
無記入 0 0.0 1 5.0 1 2 5.4
気をつけている 5 31.3 2 10.0 0 7 18.9
気をつけていない 9 56.3 13 65.0 1 23 62.2
該当しない 2 12.5 4 20.0 0 6 16.2
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 9 56.3 9 45.0 0 18 48.6
気をつけていない 7 43.8 9 45.0 1 17 45.9
無記入 0 0.0 2 10.0 0 2 5.4
気をつけている 9 56.3 15 75.0 0 24 64.9
気をつけていない 7 43.8 4 20.0 1 12 32.4
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 5 31.3 6 30.0 1 12 32.4
気をつけていない 11 68.8 12 60.0 0 23 62.2
無記入 0 0.0 2 10.0 0 2 5.4

16 100 20 100 1 37 100

項目
聴覚障害のある生徒の教育経験

１．話す速さ

２．声の大きさ

８．話をするときに
　　身振りや手振りをすること

９．その他（話し方）

合計

全体 （％）

３．聞き取りやすく話すこと

４．口の動かし方

５．生徒たちの顔を見て話すこと

６．板書をするときには
　　話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと
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Table 36 聴覚障害のある生徒の教育経験と 

授業担当教員による授業環境に関する配慮の関連  

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけていない 16 100 18 90.0 1 35 94.6
無記入 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
気をつけている 6 37.5 5 25.0 0 11 29.7
気をつけていない 9 56.3 8 40.0 1 18 48.6
該当しない 1 6.3 2 10.0 0 3 8.1
無記入 0 0.0 5 25.0 0 5 13.5
気をつけている 4 25.0 4 20.0 0 8 21.6
気をつけていない 12 75.0 10 50.0 0 22 59.5
無記入 0 0.0 6 30.0 1 7 18.9
気をつけている 4 25.0 7 35.0 0 11 29.7
気をつけていない 9 56.3 7 35.0 1 17 45.9
該当しない 2 12.5 3 15.0 0 5 13.5
無記入 1 6.3 3 15.0 0 4 10.8
気をつけている 1 6.3 1 5.0 0 2 5.4
気をつけていない 12 75.0 13 65.0 1 26 70.3
該当しない 1 6.3 2 10.0 0 3 8.1
無記入 2 12.5 4 20.0 0 6 16.2
気をつけている 3 18.8 3 15.0 0 6 16.2
気をつけていない 9 56.3 10 50.0 1 20 54.1
該当しない 1 6.3 3 15.0 0 4 10.8
無記入 3 18.8 4 20.0 0 7 18.9
気をつけている 1 6.3 1 5.0 0 2 5.4
気をつけていない 12 75.0 10 50.0 0 22 59.5
該当しない 1 6.3 2 10.0 0 3 8.1
無記入 2 12.5 7 35.0 1 10 27.0
気をつけている 3 18.8 5 25.0 0 8 21.6
気をつけていない 11 68.8 10 50.0 1 22 59.5
該当しない 0 0.0 1 5.0 0 1 2.7
無記入 2 12.5 4 20.0 0 6 16.2
気をつけている 7 43.8 12 60.0 0 19 51.4
気をつけていない 7 43.8 4 20.0 1 12 32.4
無記入 2 12.5 4 20.0 0 6 16.2
気をつけている 10 62.5 7 35.0 0 17 45.9
気をつけていない 2 12.5 10 50.0 1 13 35.1
無記入 4 25.0 3 15.0 0 7 18.9

16 100 20 100 1 37 100

項目
聴覚障害のある生徒の教育経験

１．発言する生徒にＦＭマイクを
　　渡すこと

２．対象生徒の座席の位置

全体 （％）

９．対象生徒が授業を理解しているか
　　注意を向けること

10．その他（授業環境）

合計

３．視聴覚教材

４．板書

５．プリント

６．対象生徒が板書を書き終わるまで
　　時間を取ること

７．グループ学習

８．他の生徒の発言への対応
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（２）聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験と配慮の関連  

１）話し方に関する配慮との関連  

 聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験と授業担当教員による話し方に関する配慮の

関連を Table 37 に示す。  

 「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害以外の障害のある生徒の

教育経験「あり」のほうが高い項目は、９項目全てであった。そのため、聴覚障害以外の

障害のある生徒の教育経験が、話し方に関する配慮に結び付いていることが示唆された。  

２）授業環境に関する配慮との関連  

 聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験と授業担当教員による授業環境に関する配慮

の関連を Table 38 に示す。  

 「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害以外の障害のある生徒の

教育経験「あり」のほうが高い項目は、９項目であった。それに対して、聴覚障害以外の

障害のある生徒の教育経験「あり」のほうが低い項目は、１項目のみであった。すなわち、

それは、「プリント」であった。そのため、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験が、

授業環境に関する配慮に強く結びついていることが示唆された。  
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Table 37 聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験と 

授業担当教員による話し方に関する配慮の関連 

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 15 83.3 7 43.8 2 24 64.9
気をつけていない 3 16.7 8 50.0 1 12 32.4
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 16 88.9 7 43.8 2 25 67.6
気をつけていない 2 11.1 8 50.0 1 11 29.7
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 13 72.2 8 50.0 2 23 62.2
気をつけていない 0 0.0 5 31.3 1 6 16.2
分からない 5 27.8 2 12.5 0 7 18.9
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 8 44.4 3 18.8 2 13 35.1
気をつけていない 4 22.2 9 56.3 1 14 37.8
分からない 6 33.3 3 18.8 0 9 24.3
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 18 100 15 93.8 2 35 94.6
気をつけていない 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
無記入 0 0.0 1 6.3 1 2 5.4
気をつけている 4 22.2 2 12.5 1 7 18.9
気をつけていない 12 66.7 9 56.3 2 23 62.2
該当しない 2 11.1 4 25.0 0 6 16.2
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 9 50.0 9 56.3 0 18 48.6
気をつけていない 8 44.4 6 37.5 3 17 45.9
無記入 1 5.6 1 6.3 0 2 5.4
気をつけている 15 83.3 7 43.8 2 24 64.9
気をつけていない 3 16.7 8 50.0 1 12 32.4
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 8 44.4 2 12.5 2 12 32.4
気をつけていない 9 50.0 13 81.3 1 23 62.2
無記入 1 5.6 1 6.3 0 2 5.4

18 100 16 100 3 37 100

項目
聴覚障害以外の

障害のある生徒の教育経験

１．話す速さ

２．声の大きさ

全体 （％）

９．その他（話し方）

合計

３．聞き取りやすく話すこと

４．口の動かし方

５．生徒たちの顔を見て話すこと

６．板書をするときには
　　話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと

８．話をするときに
　　身振りや手振りをすること
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Table 38 聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験と 

授業担当教員による授業環境に関する配慮の関連  

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 1 5.6 0 0.0 0 1 2.7
気をつけていない 17 94.4 15 93.8 3 35 94.6
無記入 0 0.0 1 6.3 0 1 2.7
気をつけている 10 55.6 0 0.0 1 11 29.7
気をつけていない 4 22.2 12 75.0 2 18 48.6
該当しない 1 5.6 2 12.5 0 3 8.1
無記入 3 16.7 2 12.5 0 5 13.5
気をつけている 6 33.3 1 6.3 1 8 21.6
気をつけていない 9 50.0 12 75.0 1 22 59.5
無記入 3 16.7 3 18.8 1 7 18.9
気をつけている 7 38.9 3 18.8 1 11 29.7
気をつけていない 7 38.9 8 50.0 2 17 45.9
該当しない 1 5.6 4 25.0 0 5 13.5
無記入 3 16.7 1 6.3 0 4 10.8
気をつけている 0 0.0 1 6.3 1 2 5.4
気をつけていない 13 72.2 11 68.8 2 26 70.3
該当しない 1 5.6 2 12.5 0 3 8.1
無記入 4 22.2 2 12.5 0 6 16.2
気をつけている 4 22.2 1 6.3 1 6 16.2
気をつけていない 9 50.0 9 56.3 2 20 54.1
該当しない 1 5.6 3 18.8 0 4 10.8
無記入 4 22.2 3 18.8 0 7 18.9
気をつけている 1 5.6 1 6.3 0 2 5.4
気をつけていない 10 55.6 10 62.5 2 22 59.5
該当しない 3 16.7 0 0.0 0 3 8.1
無記入 4 22.2 5 31.3 1 10 27.0
気をつけている 7 38.9 0 0.0 1 8 21.6
気をつけていない 7 38.9 13 81.3 2 22 59.5
該当しない 1 5.6 0 0.0 0 1 2.7
無記入 3 16.7 3 18.8 0 6 16.2
気をつけている 12 66.7 5 31.3 2 19 51.4
気をつけていない 3 16.7 8 50.0 1 12 32.4
無記入 3 16.7 3 18.8 0 6 16.2
気をつけている 9 50.0 6 37.5 2 17 45.9
気をつけていない 6 33.3 6 37.5 1 13 35.1
無記入 3 16.7 4 25.0 0 7 18.9

18 100 16 100 3 37 100

項目
聴覚障害以外の

障害のある生徒の教育経験

１．発言する生徒にＦＭマイクを
　　渡すこと

２．対象生徒の座席の位置

全体 （％）

９．対象生徒が授業を理解しているか
　　注意を向けること

10．その他（授業環境）

合計

３．視聴覚教材

４．板書

５．プリント

６．対象生徒が板書を書き終わるまで
　　時間を取ること

７．グループ学習

８．他の生徒の発言への対応
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（３）障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と配慮の関連  

１）話し方に関する配慮との関連  

 障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と授業担当教員による話し方に関する配慮

の関連を Table 39 に示す。  

 「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、障害や特別支援教育に関する研修

の受講経験「あり」のほうが高い項目は、８項目であった。それに対して、障害や特別支

援教育に関する研修の受講経験「あり」のほうが低い項目は、１項目のみであった。すな

わち、それは、「文節などで区切って話すこと」であった。そのため、障害や特別支援教育

に関する研修の受講経験が、話し方に関する配慮に強く結び付いていることが示唆された。 

 ２）授業環境に関する配慮との関連  

 障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と授業担当教員による授業環境に関する配

慮の関連を Table 40 に示す。  

 「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、障害や特別支援教育に関する研修

の受講経験「あり」のほうが高い項目は、９項目であった。それに対して、障害や特別支

援教育に関する研修の受講経験「あり」が低い項目は、１項目のみであった。すなわち、

それは、「その他（授業環境）」であった。そのため、障害や特別支援教育に関する研修の

受講経験が、授業環境に関する配慮に強く結びついていることが示唆された。  

（４）授業担当教員の経験と配慮の関連のまとめ  

 授業担当教員の経験と配慮の関連のまとめを Table 41 に示す。  

 授業担当教員の経験と配慮の関連のうち、聴覚障害のある生徒の教育経験は必ずしも配

慮に結び付いていないものの、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験、障害や特別支

援教育に関する研修の受講経験は、聴覚障害のある生徒への配慮に結び付いていることが

示唆された。  
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Table 39 障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と 

授業担当教員による話し方に関する配慮の関連 

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 17 94.4 6 40.0 1 24 64.9
気をつけていない 1 5.6 8 53.3 3 12 32.4
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 16 88.9 7 46.7 2 25 67.6
気をつけていない 2 11.1 7 46.7 2 11 29.7
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 14 77.8 7 46.7 2 23 62.2
気をつけていない 0 0.0 4 26.7 2 6 16.2
分からない 4 22.2 3 20.0 0 7 18.9
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 9 50.0 3 20.0 1 13 35.1
気をつけていない 4 22.2 7 46.7 3 14 37.8
分からない 5 27.8 4 26.7 0 9 24.3
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 18 100 14 93.3 3 35 94.6
気をつけていない 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
無記入 0 0.0 1 6.7 1 2 5.4
気をつけている 4 22.2 2 13.3 1 7 18.9
気をつけていない 12 66.7 8 53.3 3 23 62.2
該当しない 2 11.1 4 26.7 0 6 16.2
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 8 44.4 8 53.3 2 18 48.6
気をつけていない 9 50.0 6 40.0 2 17 45.9
無記入 1 5.6 1 6.7 0 2 5.4
気をつけている 15 83.3 9 60.0 0 24 64.9
気をつけていない 3 16.7 5 33.3 4 12 32.4
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 6 33.3 5 33.3 1 12 32.4
気をつけていない 11 61.1 9 60.0 3 23 62.2
無記入 1 5.6 1 6.7 0 2 5.4

18 100 15 100 4 37 100

項目
障害や特別支援教育に関する

研修の受講経験

１．話す速さ

全体 （％）

８．話をするときに
　　身振りや手振りをすること

９．その他（話し方）

合計

２．声の大きさ

３．聞き取りやすく話すこと

４．口の動かし方

５．生徒たちの顔を見て話すこと

６．板書をするときには
　　話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと
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Table 40 障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と 

授業担当教員による授業環境に関する配慮の関連  

 

あり （％） なし （％） 無記入
気をつけている 1 5.6 0 0.0 0 1 2.7
気をつけていない 17 94.4 14 93.3 4 35 94.6
無記入 0 0.0 1 6.7 0 1 2.7
気をつけている 8 44.4 3 20.0 0 11 29.7
気をつけていない 5 27.8 9 60.0 4 18 48.6
該当しない 2 11.1 1 6.7 0 3 8.1
無記入 3 16.7 2 13.3 0 5 13.5
気をつけている 6 33.3 2 13.3 0 8 21.6
気をつけていない 9 50.0 10 66.7 3 22 59.5
無記入 3 16.7 3 20.0 1 7 18.9
気をつけている 8 44.4 2 13.3 1 11 29.7
気をつけていない 5 27.8 9 60.0 3 17 45.9
該当しない 2 11.1 3 20.0 0 5 13.5
無記入 3 16.7 1 6.7 0 4 10.8
気をつけている 1 5.6 0 0.0 1 2 5.4
気をつけていない 11 61.1 12 80.0 3 26 70.3
該当しない 2 11.1 1 6.7 0 3 8.1
無記入 4 22.2 2 13.3 0 6 16.2
気をつけている 4 22.2 1 6.7 1 6 16.2
気をつけていない 8 44.4 10 66.7 2 20 54.1
該当しない 2 11.1 2 13.3 0 4 10.8
無記入 4 22.2 2 13.3 1 7 18.9
気をつけている 1 5.6 1 6.7 0 2 5.4
気をつけていない 11 61.1 8 53.3 3 22 59.5
該当しない 2 11.1 1 6.7 0 3 8.1
無記入 4 22.2 5 33.3 1 10 27.0
気をつけている 7 38.9 1 6.7 0 8 21.6
気をつけていない 7 38.9 11 73.3 4 22 59.5
該当しない 1 5.6 0 0.0 0 1 2.7
無記入 3 16.7 3 20.0 0 6 16.2
気をつけている 11 61.1 6 40.0 2 19 51.4
気をつけていない 4 22.2 6 40.0 2 12 32.4
無記入 3 16.7 3 20.0 0 6 16.2
気をつけている 8 44.4 7 46.7 2 17 45.9
気をつけていない 7 38.9 4 26.7 2 13 35.1
無記入 3 16.7 4 26.7 0 7 18.9

18 100 15 100 4 37 100

項目
障害や特別支援教育に関する

研修の受講経験

１．発言する生徒にＦＭマイクを
　　渡すこと

合計

２．対象生徒の座席の位置

３．視聴覚教材

４．板書

５．プリント

６．対象生徒が板書を書き終わるまで
　　時間を取ること

７．グループ学習

全体 （％）

８．他の生徒の発言への対応

９．対象生徒が授業を理解しているか
　　注意を向けること

10．その他（授業環境）
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Table 41 授業担当教員の経験と配慮の関連のまとめ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障害のある
生徒の

教育経験あり

聴覚障害以外の障害
のある生徒の
教育経験あり

障害や特別支援教育に
関する研修の
受講経験あり

高い 4 9 8
低い 5 0 1
高い 6 9 9
低い 4 1 1

項目

話し方に関する配慮で
「気をつけている」割合
授業環境に関する配慮で
「気をつけている」割合
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第４節 考察 

 本章では、高校で学んでいる聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮の状況につ

いて明らかにし、教員の経験と配慮の関連について検討することを目的として、質問紙調

査を行い、授業担当教員による配慮の状況及び経験と配慮の関連について分析を行った。

また、第２章で得られた聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮がされているかどうか

について分析を行った。  

１．授業担当教員による配慮の状況  

（１）話し方に関する配慮  

本研究の結果では、授業担当教員による配慮の状況として、話し方に関する配慮は比較

的行われているものの、項目によってはあまり配慮されていないものもあることが明らか

になった。すなわち、「生徒たちの顔を見て話すこと」について配慮している教員は 35 名

（94.6%）であり、ほとんどの教員が配慮をしているが、「口の動かし方」は 13 名（35.1%）、

「板書をするときには話をしないこと」は７名（ 18.9%）であり、配慮をしている教員は比

較的少ない状況であった。これらの項目の割合が低い理由としては、主に２点考えられる。  

１つは、聴覚障害のある生徒がそれらの配慮に関するニーズを持っていない場合である。

すなわち、「口の動かし方」や「板書をするときには話をしないこと」のいずれの項目につ

いても、聴覚障害のある生徒にそれらに関するニーズがないため、教員が配慮をしていな

いことが考えられる。この場合は、教員が配慮をしないままでも、聴覚障害のある生徒は

授業に参加できていると考えられる。  

もう１つは、聴覚障害のある生徒がそれらに関するニーズを持っているにも関わらず、

教員がそれに気づいていない場合である。すなわち、聴覚障害のある生徒に、「口の動かし

方」や「板書をするときには話をしないこと」といった配慮に関するニーズがあるにも関

わらず、それらが聴覚障害のある生徒に必要であることを教員が気づいていないために、

聴覚障害のある生徒に配慮をしていないことが考えられる。しかし、教員が配慮をしない

ままでは、聴覚障害のある生徒は授業に参加しにくい状況が生じていると考えられるため、

教員は聴覚障害のある生徒のニーズを把握し、それに応じた配慮をしていくことが求めら

れる。 

（２）授業環境に関する配慮  

本研究の結果では、授業担当教員による配慮の状況として、授業環境に関する配慮は全

体的に行われていないことが明らかになった。すなわち、「対象生徒が授業を理解している
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か注意を向けること」について配慮している教員は 19 名（51.4%）であるが、その他の項

目は、「板書」は 11 名（29.7%）、「視聴覚教材」は８名（ 21.6%）、「プリント」は２名（5.4%）

であり、配慮している教員が全体的に少ない状況であった。これらの項目の割合が低い理

由としては、先ほどの２点の理由以外に、１点考えられる。  

すなわち、授業環境に関する配慮をすることは、話し方に関する配慮をするよりも、比

較的負担があるということである。話し方に関する配慮をする場合は、話す速さや声の大

きさ、口の動かし方について意識すれば比較的容易に行うことができる。一方で、授業環

境に関する配慮を行う場合は、板書やプリント、視聴覚教材について意識するというより

も、授業前に準備をしておく必要があるものである。そのため、授業環境に関する配慮は

全体的に行われていないと考えられる。しかし、聴覚障害のある生徒に、これらの項目に

関するニーズがある場合には、教員は配慮をしていくことが必要である。 

 

２．授業担当教員の経験と配慮の関連  

（１）聴覚障害のある生徒の教育経験と配慮の関連  

授業担当教員の経験と配慮の関連を検討したところ、聴覚障害のある生徒の教育経験が

あることは、聴覚障害のある生徒への配慮に十分につながっていないことが考えられた。

すなわち、話し方に関する配慮で「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴

覚障害のある生徒の教育経験「あり」のほうが高い項目は４項目あるのに対して、経験「あ

り」が低い項目は５項目、授業環境に関する配慮で「気をつけている」割合に関して、全

体と比べると、聴覚障害のある生徒の教育経験「あり」のほうが高い項目が６項目あるの

に対して、経験「あり」が低い項目は４項目であった。このことから、ほとんど項目数は

同じ状況であった。そのため、聴覚障害のある生徒の教育経験があっても、それが聴覚障

害のある生徒への配慮に十分につながっていないことが言えよう。このような状況の理由

としては、主に３点考えられる。  

１つ目は、これまでの聴覚障害のある生徒の教育経験を生かせていない場合である。す

なわち、聴覚障害のある生徒の教育経験をしたときに、聴覚障害のある生徒にどのような

配慮が必要であるかを十分に把握できていなかったために、配慮の方法を理解しておらず、

結果的に、現在に生かせていないことが考えられる。そのため、聴覚障害のある生徒の教

育経験を現在に生かすための方法について検討する必要がある。例えば、聴覚障害のある

生徒が在籍する場合、どのような配慮をする必要があるかといった事項について、他の教
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員と共有したり、関連する研修を受講したりすることにより、その経験を知識に昇華する

ことも、１つの方法である。 

２つ目は、聴覚障害のある生徒の教育経験の有無ではなく、他の要因が関係している場

合である。例えば、聴覚障害のある生徒の教育経験の内容が関係している場合である。す

なわち、これまでに聴覚障害のある生徒の教育経験があることで、どのように配慮をすべ

きかを理解しているからこそ、配慮の内容を選択しており、このことが配慮をしていない

状況につながっていることが考えられる。しかし、この配慮の選択が、聴覚障害のある生

徒のニーズを踏まえていない場合、聴覚障害のある生徒は授業に参加できない可能性があ

る。そのため、配慮の内容を選択する場合には、聴覚障害のある生徒のニーズも把握して

おくことが重要である。また、聴覚障害のある生徒の教育経験の内容以外に、どのような

要因があることで、配慮につながるかについても明らかにする必要がある。  

３つ目は、これまでに聴覚障害のある生徒の教育経験がないことで、配慮する内容を取

捨選択していない場合である。すなわち、これまでに聴覚障害のある生徒の教育経験がな

いために、どのように配慮をすべきかを理解できておらず、内容を選択していないことで、

配慮をしている状況につながっていることが考えられる。しかし、配慮をしていても、そ

れが聴覚障害のある生徒のニーズに合ったものではない可能性がある。聴覚障害のある生

徒のニーズに合った配慮でなければ、いくら配慮をしたところで、聴覚障害のある生徒の

授業参加を可能にすることは難しいと言える。そのため、配慮をする場合には、それが聴

覚障害のある生徒のニーズに合ったものかどうかを確認することが必要である。 

（２）上記以外の経験と配慮の関連  

授業担当教員の経験と配慮の関連を検討したところ、聴覚障害以外の障害のある生徒の

教育経験と障害や特別支援教育に関する研修の受講経験があることは、聴覚障害のある生

徒への配慮に十分につながっていることが考えられた。すなわち、話し方に関する配慮で

「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害以外の障害のある生徒の教

育経験「あり」のほうが高い項目は、９項目全てであった。また、話し方に関する配慮で

「気をつけている」割合に関して、全体と比べると、障害や特別支援教育に関する研修の

受講経験「あり」のほうが高い項目は、８項目であるのに対して、経験「あり」のほうが

低い項目は１項目のみであった。このことから、それらの経験があることは、聴覚障害の

ある生徒への配慮に十分につながっていると言えよう。これは、授業環境に関する配慮に

ついても、同様の結果であった。加えて、障害や特別支援教育に関する研修の受講経験と
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配慮の関連についても、同様の結果であった。  

しかし、それらの経験が、直接的に聴覚障害のある生徒への配慮に関係するとは考えに

くい。このように、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験や障害や特別支援教育に関

する研修の受講経験が、現在の聴覚障害のある生徒への配慮につながっている状況の理由

としては、次のように考えられる。  

すなわち、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験や障害や特別支援教育に関する研

修の受講経験があることで、障害のある生徒への理解が醸成され、障害のある生徒への配

慮に関する意識が高くなっているために、聴覚障害のある生徒に対しても配慮をしている

と考えられる。この場合は、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験や障害や特別支援

教育に関する研修の受講経験の内容が大きく影響していると考えられる。そのため、どの

ような経験をしたかといった内容についても明らかにする必要がある。  

 

３．聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の状況の関連  

（１）話し方に関する配慮  

１）話し方に関する配慮の状況  

 話し方に関する配慮について、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った配

慮を一定程度しているものの、聴覚障害のある生徒の授業参加を考える上では十分ないこ

とが考えられた。すなわち、第２章では、聴覚障害のある生徒の話し方に関する配慮のニ

ーズについて、①話す速さが適切であること、②声の大きさが適切であること、③聞き取

りやすい話し方であること、④口形が読み取りやすい話し方であることが明らかになった。

一方、本章では、授業担当教員による配慮の状況について、①「話す速さ」は 24 名（64.9%）、

②「声の大きさ」は 25 名（67.6%）、③「聞き取りやすく話すこと」は 23 名（62.2%）、④

「口の動かし方」は 13 名（35.1%）であることが明らかになった。「話す速さ」や「声の大

きさ」、「聞き取りやすく話すこと」については、６割程度の教員が配慮をしていることか

ら、一定程度の配慮が行われていると言えるが、４割程度の教員は配慮をしていないとも

言える。加えて、「口の動かし方」については、３割程度の教員しか配慮をしていなかった。

このような状況では、聴覚障害のある生徒が授業に参加することが困難な状況が想定され

るため、それらの配慮の割合は、聴覚障害のある生徒の授業参加を考える上では、十分と

は言えない。そのため、授業担当教員による配慮の割合を高めていくための方法について

検討することが必要である。  
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２）話し方に関する配慮の具体的方法  

 話し方に関する配慮について、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った具

体的な配慮をしていることが考えられた。すなわち、第２章では、聴覚障害のある生徒は、

「話す速さ」や「声の大きさ」については「ゆっくり大きな声で話してほしい」、「声の聞

き取りやすさ」については「聞き取りやすく話してほしい」、「口形の読み取りやすさ」に

ついては「口形をはっきりしてほしい」といった具体的方法を求めていた。一方、本章で

は、「話す速さ」については「他クラスと比較すると、ゆっくり話すように心がけている」、

「声の大きさ」については「できるだけ大きな声で話す」、「聞き取りやすく話すこと」に

ついては「ゆっくり滑舌よくしゃべる」、「口の動かし方」については「大きく動かして、

読唇できるように心がけている」といった具体的方法で配慮をしていた。そのため、授業

担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った具体的な配慮をしていると言えよう。し

かし、授業担当教員の全てが配慮の具体的な方法を記述していたわけではなかったことか

ら、教員によっては聴覚障害のある生徒に合った配慮をしているか不明確である。そのた

め、聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮かどうかを検討する場合は、授業担当教員

による配慮の有無だけではなく、その内容まで明らかにすることが必要である。 

（２）授業環境に関する配慮  

１）授業環境に関する配慮の状況  

 授業環境に関する配慮について、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った

配慮を比較的しておらず、内容によってはほとんど配慮をしていないことが考えられた。

すなわち、第２章では、聴覚障害のある生徒の授業環境に関する配慮のニーズについて、

生徒の中には、「板書」や「プリント」を要望している生徒や、「グループ学習での困難」

がある生徒がいることが明らかになった。一方、本章では、授業担当教員による配慮の状

況として、「板書」は 11 名（29.7%）、「プリント」は２名（5.4%）、「グループ学習」は２名

（5.4%）であることが明らかになった。「板書」については、３割程度の教員しか配慮をし

ておらず、「プリント」や「グループ学習」については、ほとんどの教員が配慮をしていな

かった。話し方に関する配慮の状況で述べたことと同様に、このような状況では、聴覚障

害のある生徒の授業参加が懸念されるため、教員は配慮をしていくことが必要である。 

２）授業環境に関する配慮の具体的方法  

 授業環境に関する配慮について、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った

具体的な配慮を比較的していることが考えられた。すなわち、第２章では、聴覚障害のあ



- 83 - 

 

る生徒は、「プリント」については具体的な記述はないが、「板書」については「黒板に書

いてほしい」、「グループ学習での困難」については「３、４人で教科書を回して読むこと

があり、そのときはＦＭマイクを回してもらっている。しかし、ＦＭマイクでも聞き取れ

ないことがあるので、はっきり話してもらいたい」といった具体的な方法を求めていた。

一方、本章では、「板書」については「他クラスでは板書しないことも板書する」、「プリン

ト」については「板書を簡単にできるようにしている」、「グループ学習」については「お

互いの顔が見えるように、机を合わせる」といった具体的方法で配慮をしていた。そのた

め、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った具体的な配慮を比較的している

と言えよう。「プリント」や「グループ学習」については、配慮している教員が少ないため

に、具体的な配慮の内容が乏しく、聴覚障害のある生徒に合った配慮をしているかという

点からは、十分に検討することは難しい。そのため、さらに具体的な配慮の内容を調査し、

聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮をしているかどうか検証することが必要である。 
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第４章 聴覚障害のある生徒への配慮に関する 

校内体制の状況 
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第１節 目的 

 本章では、聴覚障害のある生徒が在籍する高校における聴覚障害のある生徒への配慮に

関する校内体制の状況を明らかにすることを目的とする。また、第３章で明らかになった

授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況との関連についても検討を試みる。なお、

すでに述べたが、「校内体制」とは、校内における配慮に関する取り決めのことである。 

 

第２節 方法 

１．調査対象  

 近畿地域７府県の全ての高等学校 755 校を対象とし、質問紙を郵送し、回収した。また、

各学校の回答者は特別支援教育コーディネーターとした。なお、調査協力に際して、調査

結果は学術的な目的にのみ用いることなどを明記し、倫理的配慮を行った。  

 

２．調査実施期間  

 2017 年７月～８月の約２か月間とした。  

 

３．調査手続き 

 調査対象者である特別支援教育コーディネーターに対して、質問紙調査を行った。質問

紙調査での質問項目は、第３章の授業担当教員への質問紙調査で用いた項目を参考に、①

特別支援教育コーディネーター担当教員の経験４項目（性別、教職年数、聴覚障害のある

生徒の教育経験、聴覚障害に関する研修の受講経験）、②聴覚障害のある生徒の属性５項目

（性別、学年、平均聴力レベル、補聴機器、コミュニケーション手段）、③話し方に関する

配慮についての校内体制９項目（話す速さ、声の大きさ、聞き取りやすく話すこと、話す

ときの口形、生徒たちの顔を見て話すこと、板書をするときには話をしないこと、文節な

どで区切って話すこと、話すときに身振りや手振りをすること、その他（話し方））、④授

業環境に関する配慮についての校内体制 13 項目（発言する生徒にＦＭマイクを渡すこと、

机と椅子の騒音対策、聴覚障害のある生徒の座席の位置、視聴覚教材、板書、プリント、

聴覚障害のある生徒が板書を書き写すまで時間を取ること、グループ学習、他の生徒の発

言への対応、聴覚障害のある生徒が授業を理解しているか注意を向けること、要約筆記者

配置、手話通訳者配置、その他（授業環境））に関して作成した。なお、質問項目は主に２

件法を用いた。本調査で用いた質問項目の詳細を Table 42 に示す。 
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Table 42 質問項目の詳細  

 

１．特別支援教育コーディネーター担当教員の属性・経験

（１）性別について教えてください。　→　２件法による単一選択（男性、女性）
（２）教職年数などについて教えてください。　→　自由記述（通算、現任校、コーディネーター）
（３）これまでに聴覚障害のある生徒の教育経験はありますか？（現在、在籍している生徒を除く）
　　→　２件法による単一選択（経験がある、経験はない）・具体的内容（自由記述）
（４）これまでに聴覚障害に関する研修の受講経験はありますか？
　　→　２件法による単一選択（経験がある、経験はない）・具体的内容（自由記述）
２．聴覚障害のある生徒の属性
（１）性別　→　２件法による単一選択（男子、女子）
（２）学年　→　３件法による単一選択（１年、２年、３年）
（３）平均聴力レベル　→　自由記述（右耳（裸耳、装用時）、左耳（裸耳、装用時））
（４）補聴機器　→　３件法による単一選択（右耳（補聴器、人工内耳、装用なし）、左耳（補聴器、人工内耳、装用なし））
（５）コミュニケーション手段　→　７件法による複数選択（音声、読話、手話、指文字、身振り手振り、筆談、その他）
３－１．話し方に関する配慮についての校内体制
（１）話す速さについて、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（２）声の大きさについて、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（３）聞き取りやすく話す上で、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（４）話すときの口形について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（５）生徒たちの顔を見て話すようにする、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）
（６）板書をするときには話をしないようにする、という配慮をする取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・回答の理由（自由記述）
（７）文節などで区切って話す、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）
（８）話すときに身振りや手振りをする、という配慮をする取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（９）その他に、話し方について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
３－２．授業環境に関する配慮についての校内体制
（１）聴覚障害のある生徒の中に、ＦＭ補聴システムを使っている生徒はいますか？
　　「はい」の場合、授業で他の生徒が発言するときに、その生徒にＦＭマイクを渡す、という配慮の取り決めはありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・２件法による単一選択（はい、いいえ）
（２）聴覚障害のある生徒のクラスの机と椅子にテニスボールをつけるなどの騒音対策をする、という配慮の取り決めはありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（３）聴覚障害のある生徒の座席の位置について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（４）視聴覚教材について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（５）板書について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（６）プリントについて、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（７）聴覚障害のある生徒が板書を書き写すまで時間を取る、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）
（８）グループ学習について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（９）他の生徒が発言した場合の対応について、どのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（10）聴覚障害のある生徒が授業を理解しているか注意を向ける、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）
（11）聴覚障害のある生徒のクラスに要約筆記者を配置する、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（12）聴覚障害のある生徒のクラスに手話通訳者を配置する、という配慮の取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
（13）その他に、授業でどのように配慮をするか取り決めがありますか？
　　→　２件法による単一選択（はい、いいえ）・具体的内容（自由記述）
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４．回収率  

 調査対象校のうち、回答が得られたのは、316 校（41.9%）であった。そのうち、聴覚障

害のある生徒が在籍している学校を分析対象とした結果、分析対象校は、聴覚障害のある

生徒が在籍している 94 校（母数を 316 校とすると、在籍率は 29.7%）であった。  

 

５．分析方法  

 質問項目によって得られた内容を、選択式の項目については単純集計し、自由記述の内

容は補助的に用いることにより、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況を

分析する。また、第３章で得られた授業担当教員の配慮に関する状況と聴覚障害のある生

徒への配慮に関する校内体制の状況との関連について分析を試みる。  
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第３節 結果 

１．特別支援教育コーディネーター担当教員の属性・経験  

 特別支援教育コーディネーター担当教員の属性・経験を Table 43 に示す。特別支援教育

コーディネーターの経験年数については、ほとんどの教員が５年以下であった。聴覚障害

のある生徒の教育経験がある教員は半数程度見られたが、聴覚障害に関する研修の受講経

験がある教員は２割程度しか見られなかった。  

 

２．聴覚障害のある生徒の属性  

 聴覚障害のある生徒の在籍数を Table 44、聴覚障害のある生徒の属性を Table 45 に示

す。Table 44 より、各学校に在籍している聴覚障害のある生徒の数は「１人」が 43 校（45.7%）

で最も多く、聴覚障害のある生徒が比較的多く在籍している学校は少数であった。  

 Table 45 より、聴覚障害のある生徒の平均聴力レベルについては、右耳と左耳のいずれ

についても、無記入の学校がほとんどであった。平均聴力レベルについて記述があった中

では、聴覚障害に該当しない聴力レベルから、聴覚障害の程度で重度に該当する生徒まで

幅広く見られた。コミュニケーション手段については、音声を中心にする生徒がほとんど

であり、読話を併用する生徒が若干いるものの、手話や指文字を併用する生徒はほとんど

見られなかった。  
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Table 43 特別支援教育コーディネーター担当教員の属性・経験 

 

 

Table 44 聴覚障害のある生徒の在籍数 

 

人数 （％）

男性 29 30.9

女性 63 67.0

無記入 2 2.1

５年以下 5 5.3

６～10年 11 11.7

11年～20年 21 22.3

21年～30年 30 31.9

31年以上 23 24.5

無記入 4 4.3

５年以下 69 73.4

６～10年 6 6.4

11年以上 1 1.1

無記入 18 19.1

あり 41 43.6

なし 50 53.2

無記入 3 3.2

あり 18 19.1

なし 74 78.7

無記入 2 2.1

94 100合計

項目

４．聴覚障害のある生徒の教育経験

５．聴覚障害に関する研修の受講経験

１．性別

２．教職経験（通算）

３．コーディネーター経験

校数 （％）

１人 43 45.7
２人 19 20.2
３人 11 11.7
４人 6 6.4
５人 4 4.3
６人 2 2.1
７人 5 5.3
14人 1 1.1

小計 48 51.1

無記入 3 3.2

94 100合計

項目

聴覚障害のある生徒の
在籍数

複数人
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Table 45 聴覚障害のある生徒の属性  

 

＊「分類不能」：回答内容の聴力レベルに幅があったために、規定の範囲に  

分類できなかったことを示す。  

 

生徒数 （％）

男子 101 45.5
女子 118 53.2
無記入 3 1.4
１年 75 33.8
２年 75 33.8
３年 68 30.6
無記入 4 1.8
30dBHL以下 12 5.4
31～60dBHL 16 7.2
61～80dBHL 3 1.4
81dBHL以上 11 5.0
分類不能 7 3.2
無記入 173 77.9
30dBHL以下 5 2.3
31～60dBHL 16 7.2
61～80dBHL 4 1.8
81dBHL以上 11 5.0
分類不能 9 4.1
無記入 177 79.7
補聴器 50 22.5
人工内耳 5 2.3
装用なし 130 58.6
無記入 37 16.7
補聴器 40 18.0
人工内耳 5 2.3
装用なし 129 58.1
無記入 48 21.6
音声 194 87.4
読話 19 8.6
手話 4 1.8
指文字 2 0.9
身振り手振り 10 4.5
筆談 11 5.0
無記入 25 11.3

222 100

項目

３．平均聴力レベル

右耳（裸耳）

左耳（裸耳）

合計

右耳

左耳

４．補聴機器

１．性別

２．学年

５．コミュニケーション手段
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３．聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況 

（１）話し方に関する配慮  

１）話し方に関する配慮についての校内体制の状況  

 話し方に関する配慮についての校内体制の状況を Table 46 に示す。話し方に関する配

慮についての校内体制がある学校が半数を超えた項目は皆無であった。すなわち、比較的

割合が高い項目でも、「生徒たちの顔を見て話すこと」が 32 校（34.0%）、「聞き取りやすく

話すこと」が 30 校（31.9%）であり、比較的割合が低い項目では、「文節などで区切って話

すこと」が２校（2.1%）、「話すときに身振りや手振りをすること」が１校（ 1.1%）であっ

た。 

２）話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容を Table 47～Table 52 に示す。  

話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容としては、「話す速さ」では、主に４

つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「できる限りゆっくり話す」や「はっき

りと話し、早口にならないようにする」などであった。「声の大きさ」では、主に２つの内

容に関する自由記述が得られた。それらは、「できる限り大きな声で話す」や「遠方の場合、

聞き取りにくいので気をつける」などであった。「聞き取りやすく話すこと」では、主に６

つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「口を見せるように話す」や「聞こえや

すい耳の側から話しかける」などであった。「話すときの口形」では、主に３つの内容に関

する自由記述が得られた。それらは、「口を大きく開けて話す」や「できるだけはっきりと

した発音をすることで、口の形を整える」などであった。「板書するときには話をしないこ

と」では、主に２つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「口元が見えないから」

や「口の動き、顔の表情が見えるようにするため」などであった。「その他（話し方）」で

は、主に３つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「ゆっくり、はっきり話す」

や「作業中は、一度作業を止めてから指示を出す」などであった。  
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Table 46 話し方に関する配慮についての校内体制の状況  

 

 

Table 47 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容（話す速さ）  

 

 

 

校数 （％）

取り決めている 19 20.2
取り決めていない 70 74.5
無記入 5 5.3
取り決めている 15 16.0
取り決めていない 73 77.7
無記入 6 6.4
取り決めている 30 31.9
取り決めていない 58 61.7
無記入 6 6.4
取り決めている 15 16.0
取り決めていない 73 77.7
無記入 6 6.4
取り決めている 32 34.0
取り決めていない 56 59.6
無記入 6 6.4
取り決めている 13 13.8
取り決めていない 77 81.9
無記入 4 4.3
取り決めている 2 2.1
取り決めていない 88 93.6
無記入 4 4.3
取り決めている 1 1.1
取り決めていない 89 94.7
無記入 4 4.3
取り決めている 10 10.6
取り決めていない 80 85.1
無記入 4 4.3

94 100合計

５．生徒たちの顔を見て話すこと

６．板書をするときには話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと

８．話すときに身振りや手振りをすること

９．その他（話し方）

項目

１．話す速さ

２．声の大きさ

３．聞き取りやすく話すこと

４．話すときの口形

項目 内容 自由記述の例

・ゆっくり話す
・できる限りゆっくり話す

少しゆっくり ・少しゆっくりめにしゃべる
早口注意 ・はっきりと話し、早口にならないようにする
速さ注意 ・速くなり過ぎず、ゆっくり話をする

１．話す速さ

ゆっくり
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Table 48 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容（声の大きさ）  

 

 

Table 49 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（聞き取りやすく話すこと）  

 

 

Table 50 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容（話すときの口形）  

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・できる限り大きな声で話す
・なるべく大きな声で話す
・大きく話すように心がける

注意 ・遠方の場合、聞き取りにくいので気をつける

２．声の大きさ
大きく

項目 内容 自由記述の例

話す速さ ・ゆっくり話す
話す速さ＋声の大きさ ・ゆっくり大きく話す
話す速さ＋声の大きさ＋口形 ・ゆっくり、大きな声で、口を大きく開いて話す

・口を見せるように話す
・マスクなどはしない（口元が見えるように）
・聞こえやすい耳の側から話しかける
・聞こえない側から声かけをしないようにする

話す方向 ・できる限り、本人の正面から話す

３．聞き取りやすく話すこと 口形

聞こえやすい側から

項目 内容 自由記述の例

・口を大きく開けて話す
・大きく、はきはきと、口形が読めるようにする

はっきり ・できるだけはっきりとした発音をすることで、口の形を整える
・口の動きを見ているため、話す者はマスクを外す
・前を向く（顔を合わせる、背中を向けない）

大きく

見やすく

４．話すときの口形
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Table 51 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（板書をするときには話をしないこと） 

 

＊本項目では、具体的内容ではなく、配慮の理由に関する自由記述の例を示している。  

 

Table 52 話し方に関する配慮についての校内体制の具体的内容（その他（話し方））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・教師が話をしていることが分からないため、聴覚障害のある
　生徒が聞くということに注意を向けられず、
　聞き取れないことがあってはいけないので
・板書しながら話をすると、伝わらないから
・口元が見えないから
・口の動き、顔の表情が見えるようにするため
・聞こえにくいときは、口形を見ることがあるので
・聴覚障害のある生徒が板書に集中できるようにするため

消極的意味

肯定的意味

６．板書をするときには話をしないこと

項目 内容 自由記述の例

・ゆっくり、はっきり話す
・ゆっくり、本人の方を向いて、口を大きく動かす
・少し、大きめの声で話す
・健常の耳のほうから話しかけるようにしています
・聞こえない耳の側から、偏った声かけをしないし、説明もしない
・聞き取りにくい方向からの指示は聞こえないこともあるので、気をつける

時間の区分 ・作業中は、一度作業を止めてから指示を出す

聞き取りやすさ

聞こえやすい側から
９．その他（話し方）
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（２）授業環境に関する配慮  

１）授業環境に関する配慮についての校内体制の状況  

 授業環境に関する配慮についての校内体制の状況を Table 53 に示す。授業環境に関す

る配慮についての校内体制がある学校が半数を超えた項目は「聴覚障害のある生徒の座席

の位置」（60 校、63.8%）の１項目のみであった。それ以外は、全体的に割合が低かった。

例えば、次に割合が高かった項目は、「机と椅子の騒音対策」が 14 校（14.9%）、「聴覚障害

のある生徒が授業を理解しているか注意を向けること」が 12 校（12.8%）、「グループ学習」

が 11 校（11.7%）であった。また、「手話通訳者配置」（０校）のように、校内体制がある

学校が皆無の項目も見られた。  

２）授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容を Table 54～Table 62 に示す。 

 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容としては、「机と椅子の騒音対

策」では、主に４つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「全クラスの机と椅子

にテニスボールをつけています」や「机、椅子に防音カバーをつけている」などであった。

「聴覚障害のある生徒の座席の位置」では、主に３つの内容に関する自由記述が得られた。

それらは、「一番前の席にする」や「片方が聞こえる場合、音を集めやすい場所にする」な

どであった。「視聴覚教材」では、主に４つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、

「音量の調節や視聴しやすい位置で使用する」や「機械音は聞こえないので、リスニング

などは教師の生の声で行っている」などであった。「板書」では、主に６つの内容に関する

自由記述が得られた。それらは、「なるべく板書を増やし、視覚化する」や「ポイントが分

かるように板書する」などであった。「プリント」では、主に３つの内容に関する自由記述

が得られた。それらは、「補足内容が追加されたプリントにする」や「プリントに関する指

示を聴覚障害のある生徒の様子を確認しながら行う」などであった。「グループ学習」では、

主に５つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「一度に全員がしゃべらないよう

に配慮する」や「発表のときは周囲を静かにさせる」などであった。「他の生徒の発言への

対応」では、主に２つの内容に関する自由記述が得られた。それらは、「教員が繰り返して

言う」や「聴覚障害のある生徒が聞き取りにくい場合は、発言者にもう一度ゆっくり大き

な声ではっきり話すよう指示する」などであった。「要約筆記者配置」では、主に３つの内

容に関する自由記述が得られた。それらは、「水泳の授業では、補聴器を外すために、筆談

を行っている（補助教員が行っている）」や「聴覚障害支援員を１名配置して、要約筆記な
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どをしている」などであった。「その他（授業環境）」では、主に５つの内容に関する自由

記述が得られた。それらは、「聴覚障害のある生徒が授業中の指示や内容を正確に理解でき

ているか確認する」や「視覚教材も取り入れる」などであった。  
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Table 53 授業環境に関する配慮についての校内体制の状況  

 

校数 （％）

取り決めている 9 9.6
(47.4)

取り決めていない 9 9.6
(47.4)

無記入 1 1.1
ＦＭ不使用 68 72.3
無記入 7 7.4

取り決めている 14 14.9
取り決めていない 76 80.9
無記入 4 4.3
取り決めている 60 63.8
取り決めていない 29 30.9
無記入 5 5.3
取り決めている 8 8.5
取り決めていない 81 86.2
無記入 5 5.3
取り決めている 8 8.5
取り決めていない 82 87.2
無記入 4 4.3
取り決めている 4 4.3
取り決めていない 86 91.5
無記入 4 4.3
取り決めている 3 3.2
取り決めていない 85 90.4
無記入 6 6.4
取り決めている 11 11.7
取り決めていない 79 84.0
無記入 4 4.3
取り決めている 4 4.3
取り決めていない 85 90.4
無記入 5 5.3
取り決めている 12 12.8
取り決めていない 75 79.8
無記入 7 7.4
取り決めている 3 3.2
取り決めていない 86 91.5
無記入 5 5.3
取り決めている 0 0.0
取り決めていない 89 94.7
無記入 5 5.3
取り決めている 10 10.6
取り決めていない 78 83.0
無記入 6 6.4

94 100

13．その他（授業環境）

合計

２．机と椅子の騒音対策

３．聴覚障害のある生徒の座席の位置

４．視聴覚教材

５．板書

６．プリント

７．聴覚障害のある生徒が板書を書き写すまで
　　時間を取ること

８．グループ学習

９．他の生徒の発言への対応

10．聴覚障害のある生徒が授業を理解しているか
　　注意を向けること

項目

ＦＭ使用
１．発言する生徒にＦＭマイクを渡すこと

11．要約筆記者配置

12．手話通訳者配置
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Table 54 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（机と椅子の騒音対策） 

 

 

Table 55 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（聴覚障害のある生徒の座席の位置） 

 

 

Table 56 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容（視聴覚教材） 

 

 

 

 

項目 内容 自由記述の例

テニスボール ・全クラスの机と椅子にテニスボールをつけています
防音カバー ・机、椅子に防音カバーをつけている
フェルト ・所属するＨＲ教室の机と椅子の脚に、フェルトを切ったものを貼付けている
消音用キャップ ・消音用キャップをクラスと上の階のクラスの椅子全部につけています

２．机と椅子の騒音対策

項目 内容 自由記述の例

・一番前の席にする。
・教室の前方中央（前から１～２列あたり）に座席を置く
・前から２～３列目にする
・教室の前方に席を置く
・できるだけ前にする
・片方が聞こえる場合、音を集めやすい場所にする
・後部にしない

口形が見えやすい位置
・できるだけ、授業担当者の「口」が見えやすい位置に
　座席を決めてもらっています

具体的位置

聞こえやすい位置

３．聴覚障害のある生徒の座席の位置

項目 内容 自由記述の例

・スピーカーの近くにＦＭ補聴システムを設置する
・音源に専用マイクをセットする

音量調節 ・音量の調節や視聴しやすい位置で使用する
ヘッドホン ・ヘッドホンを使用する
代替手段 ・機械音は聞こえないので、リスニングなどは教師の生の声で行っている

聞こえやすいように

４．視聴覚教材
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Table 57 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容（板書） 

 

 

Table 58 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容（プリント） 

 

 

Table 59 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容（グループ学習） 

 

項目 内容 自由記述の例

・なるべく板書を増やし、視覚化する
・口頭で説明する内容も、板書して、確認させる

ポイント ・ポイントが分かるように板書する
色 ・色チョーク（白と黄を中心に）を使用する
分かりやすく ・ページ、タイトルなど、今どこをやっているか分かりやすくする

・板書を書きながら話さない
・話すときと書くときを分ける

様子の確認 ・板書に関する指示を、聴覚障害のある生徒の様子を確認しながら行う

５．板書

板書量

時間の区分

項目 内容 自由記述の例

授業内容のまとめ
・授業内容は、ほとんどプリントにまとめて、聴覚障害のある生徒が
　細かい内容を聞き逃しても、確認できるようにする

補足内容の追加 ・補足内容が追加されたプリントにする
様子の確認 ・プリントに関する指示を聴覚障害のある生徒の様子を確認しながら行う

６．プリント

項目 内容 自由記述の例

・仲の良い友人と同じグループにする
・聴覚障害のある生徒を一緒のグループにしている
・一度に全員がしゃべらないように配慮する
・発言はできるだけ聞こえやすい耳の側から行う
・ＦＭマイクの使用
・ＦＭマイクを渡す
・グループの進行役の生徒にマイクを渡す
・ＦＭマイクを使用する生徒については、グループの中心に
　マイクを置いて話し合いをする

様子の確認
・聴覚障害のある生徒が聞き取れているかどうかを確認し、
　聞き取りづらい場合は個別に対応する
・発表のときは周囲を静かにさせる
・代表でまとめるようなことを、聴覚障害のある生徒には当てない
　（聞けていないだろうから）
・他生徒の発言を教員が繰り返したり、板書したりする

８．グループ学習

グループの作り方

グループでの話し方

ＦＭマイク

発表時の対応
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Table 60 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（他の生徒の発言への対応） 

 

 

Table 61 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容（要約筆記者配置） 

 

 

Table 62 授業環境に関する配慮についての校内体制の具体的内容  

（その他（授業環境）） 

 

 

項目 内容 自由記述の例

・教員が繰り返して言う
・他の生徒が発言した内容を教員が繰り返し言う
　（ＦＭマイクを通して伝える）

復唱させる
・聴覚障害の生徒が聞き取りにくい場合は、発言者に
　もう一度ゆっくり大きな声ではっきり話すよう指示する

復唱する

９．他の生徒の発言への対応

項目 内容 自由記述の例

全ての授業
・全ての授業で、聴覚障害のある生徒の隣にサポートの教員がついて、
　ホワイトボードやタブレットなども使って、フォローをしています

水泳の授業
・水泳の授業では、補聴器を外すために、筆談を行っている
　（補助教員が行っている）

その他 ・聴覚障害支援員を１名配置して、要約筆記などをしている

11．要約筆記者配置

項目 内容 自由記述の例

・聴覚障害のある生徒が授業中の指示や内容を正確に理解できているか確認する
・机間巡視などにより、理解状況やノートを取っている状況などの確認をする
・視覚教材も取り入れる
・授業内容を理解しやすくするために、できるだけプリントを作成する
　（このプリントは、クラス全体に配布する）
・実習など作業が伴う場合は、聴覚障害のある生徒が
　与えられた役割を確認できるよう、文書などで示す

ホワイトボード ・水泳のときは補聴器を外すため、ホワイトボードを使って指示を出す
ＦＭマイク ・リスニングの際に、ＦＭマイクをデッキに近づける

再度伝える
・聴覚障害のある生徒から聞こえなかったと
　申し出があった場合は、再度同じ内容を伝える

13．その他（授業環境）

様子の確認

視覚的配慮
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４．聴覚障害のある生徒の在籍数と校内体制の関連  

（１）聴覚障害のある生徒の在籍数と話し方に関する配慮についての校内体制の関連  

 聴覚障害のある生徒の在籍数と話し方に関する配慮についての校内体制の関連を Table 

63 に示す。  

「取り決めている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害のある生徒の在籍数「１

人」のほうが高い項目は、６項目であった。それに対して、聴覚障害のある生徒の在籍数

「１人」のほうが低い項目は、３項目のみであった。すなわち、それは、「文節などで区切

って話すこと」、「話すときに身振りや手振りをすること」、「その他（話し方）」であった。

そのため、聴覚障害のある生徒の在籍数が１人であることが、話し方に関する配慮につい

ての校内体制に結び付いていることが示唆された。  

（２）聴覚障害のある生徒の在籍数と授業環境に関する配慮についての校内体制の関連  

 聴覚障害のある生徒の在籍数と授業環境に関する配慮についての校内体制の関連を

Table 64 に示す。  

 「取り決めている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害のある生徒の在籍数「１

人」のほうが高い項目は、５項目であった。すなわち、それらは、「机と椅子の騒音対策」、

「視聴覚教材」、「グループ学習」、「要約筆記者配置」、「その他（授業環境）」であった。そ

れに対して、聴覚障害のある生徒の在籍数「１人」のほうが低い項目は、７項目であった。

そのため、聴覚障害のある生徒の在籍数が１人であることは、授業環境に関する配慮につ

いての校内体制に結び付いていないことが示唆された。  

（３）聴覚障害のある生徒の在籍数と校内体制の関連のまとめ  

 聴覚障害のある生徒の在籍数と校内体制の関連のまとめを Table 65 に示す。  
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Table 63 聴覚障害のある生徒の在籍数と  

話し方に関する配慮についての校内体制の関連  

 

 

 

 

  

１人 （％） 複数人 （％） 無記入
取り決めている 9 20.9 10 20.8 0 19 20.2
取り決めていない 32 74.4 37 77.1 1 70 74.5
無記入 2 4.7 1 2.1 2 5 5.3
取り決めている 7 16.3 8 16.7 0 15 16.0
取り決めていない 32 74.4 40 83.3 1 73 77.7
無記入 4 9.3 0 0.0 2 6 6.4
取り決めている 17 39.5 13 27.1 0 30 31.9
取り決めていない 22 51.2 35 72.9 1 58 61.7
無記入 4 9.3 0 0.0 2 6 6.4
取り決めている 12 27.9 3 6.3 0 15 16.0
取り決めていない 29 67.4 43 89.6 1 73 77.7
無記入 2 4.7 2 4.2 2 6 6.4
取り決めている 18 41.9 14 29.2 0 32 34.0
取り決めていない 22 51.2 33 68.8 1 56 59.6
無記入 3 7.0 1 2.1 2 6 6.4
取り決めている 6 14.0 6 12.5 1 13 13.8
取り決めていない 35 81.4 42 87.5 0 77 81.9
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 0 0.0 2 4.2 0 2 2.1
取り決めていない 41 95.3 46 95.8 1 88 93.6
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 0 0.0 1 2.1 0 1 1.1
取り決めていない 41 95.3 47 97.9 1 89 94.7
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 3 7.0 7 14.6 0 10 10.6
取り決めていない 38 88.4 41 85.4 1 80 85.1
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3

43 100 48 100 3 94 100

全体 （％）項目

６．板書をするときには
　　話をしないこと

７．文節などで区切って話すこと

８．話すときに身振りや
　　手振りをすること

９．その他（話し方）

合計

聴覚障害のある生徒の在籍数

１．話す速さ

２．声の大きさ

３．聞き取りやすく話すこと

４．話すときの口形

５．生徒たちの顔を見て話すこと
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Table 64 聴覚障害のある生徒の在籍数と  

授業環境に関する配慮についての校内体制の関連  

 

１人 （％） 複数人 （％） 無記入
取り決めている 6 14.0 3 6.3 0 9 9.6

(46.2) (50.0) (47.4)
取り決めていない 6 14.0 3 6.3 0 9 9.6

(46.2) (50.0) (47.4)
無記入 1 2.3 0 0.0 0 1 1.1

ＦＭ不使用 26 60.5 41 85.4 1 68 72.3
無記入 4 9.3 1 2.1 2 7 7.4

取り決めている 8 18.6 6 12.5 0 14 14.9
取り決めていない 33 76.7 42 87.5 1 76 80.9
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 27 62.8 32 66.7 1 60 63.8
取り決めていない 13 30.2 16 33.3 0 29 30.9
無記入 3 7.0 0 0.0 2 5 5.3
取り決めている 5 11.6 3 6.3 0 8 8.5
取り決めていない 36 83.7 44 91.7 1 81 86.2
無記入 2 4.7 1 2.1 2 5 5.3
取り決めている 3 7.0 5 10.4 0 8 8.5
取り決めていない 38 88.4 43 89.6 1 82 87.2
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 0 0.0 4 8.3 0 4 4.3
取り決めていない 41 95.3 44 91.7 1 86 91.5
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 0 0.0 3 6.3 0 3 3.2
取り決めていない 39 90.7 45 93.8 1 85 90.4
無記入 4 9.3 0 0.0 2 6 6.4
取り決めている 7 16.3 4 8.3 0 11 11.7
取り決めていない 34 79.1 44 91.7 1 79 84.0
無記入 2 4.7 0 0.0 2 4 4.3
取り決めている 1 2.3 3 6.3 0 4 4.3
取り決めていない 40 93.0 44 91.7 1 85 90.4
無記入 2 4.7 1 2.1 2 5 5.3
取り決めている 5 11.6 7 14.6 0 12 12.8
取り決めていない 34 79.1 40 83.3 1 75 79.8
無記入 4 9.3 1 2.1 2 7 7.4
取り決めている 2 4.7 1 2.1 0 3 3.2
取り決めていない 39 90.7 46 95.8 1 86 91.5
無記入 2 4.7 1 2.1 2 5 5.3
取り決めている 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
取り決めていない 41 95.3 47 97.9 1 89 94.7
無記入 2 4.7 1 2.1 2 5 5.3
取り決めている 6 14.0 4 8.3 0 10 10.6
取り決めていない 34 79.1 43 89.6 1 78 83.0
無記入 3 7.0 1 2.1 2 6 6.4

43 100 48 100 3 94 100

全体 （％）項目

11．要約筆記者配置

12．手話通訳者配置

13．その他（授業環境）

合計

聴覚障害のある生徒の在籍数

５．板書

６．プリント

７．聴覚障害のある生徒が
　　板書を書き写すまで
　　時間を取ること

８．グループ学習

９．他の生徒の発言への対応

10．聴覚障害のある生徒が
　　授業を理解しているか
　　注意を向けること

１．発言する生徒に
　　ＦＭマイクを渡すこと

ＦＭ使用

２．机と椅子の騒音対策

３．聴覚障害のある生徒の
　　座席の位置

４．視聴覚教材
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Table 65 聴覚障害のある生徒の在籍数と校内体制の関連のまとめ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障害のある生徒が
１人のみ在籍

高い 6
低い 3
高い 5
低い 7

項目

話し方に関する配慮で
「気をつけている」割合
授業環境に関する配慮で
「気をつけている」割合
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第４節 考察 

 本章では、聴覚障害のある生徒が在籍する高校における聴覚障害のある生徒への配慮に

関する校内体制の状況を明らかにすることを目的として、質問紙調査を行い、第３章で明

らかになった授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況との関連についても分析を

試みた。  

１．聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況  

（１）話し方に関する配慮  

 話し方に関する配慮として、河村・高橋（ 2013）では、話し方の工夫は比較的行われて

いることが明らかにされたが、本研究の結果からは、①全体的に校内体制が整備されてい

ないこと、②項目によって大きな違いがあることが明らかになった。すなわち、最も割合

が高い項目では「生徒たちの顔を見て話すこと」が 32 校（34.0%）であるが、最も割合が

低い項目では「話すときに身振りや手振りをすること」が１校（ 1.1%）であった。このよ

うな状況である理由は、主に２点考えられる。 

１つ目は、聴覚障害のある生徒への配慮はそれぞれの授業担当教員に委ねられている場

合である。すなわち、校内体制として、聴覚障害のある生徒への配慮は決めていないもの

の、実際には授業担当教員が配慮をしていることが考えられる。しかし、授業担当教員に

よって配慮をする場合としない場合があれば、聴覚障害のある生徒が授業に参加できない

可能性が生じる。聴覚障害のある生徒が授業に参加するためには、どの授業担当教員でも、

同様の配慮をすることが重要と考えられる。そのため、校内で、聴覚障害のある生徒への

配慮に関する取り決めをしていくことが必要である。 

２つ目は、聴覚障害のある生徒への配慮の必要性が校内で共有されていない場合である。

すなわち、聴覚障害のある生徒のニーズを把握していないために、どのように配慮をして

いくかを決めていないと考えられる。それは、本調査の中の平均聴力レベルに関する質問

項目の結果で、ほとんどの学校が無記入であったことからも読み取れる。しかし、先述し

たように、校内体制として、聴覚障害のある生徒への配慮を決めていない場合は、聴覚障

害のある生徒への配慮を十分に行うことは難しいことが想定される。そのため、学校とし

て、聴覚障害のある生徒のニーズを第１に把握することから始める必要がある。  

（２）授業環境に関する配慮  

 授業環境に関する配慮として、河村・高橋（ 2013）では、座席位置への配慮は比較的行

われていることが明らかにされ、本研究の結果からも、聴覚障害のある生徒の座席位置に
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関する配慮は半数以上の学校で決められていることが明らかになった。しかし、それ以外

の項目については、全体的に校内体制が整備されていないことが明らかになった。このよ

うな状況である理由は、先ほどの２点と同様であろう。 

 

２．聴覚障害のある生徒の在籍数と校内体制の関連  

 聴覚障害のある生徒の在籍数と話し方に関する配慮についての校内体制の関連を検討し

たところ、在籍数が１人の場合は校内体制が整備されていることが考えられた。すなわち、

「取り決めている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害のある生徒の在籍数が「１

人」のほうが高い項目は６項目であるのに対して、聴覚障害のある生徒の在籍数が「１人」

のほうが低い項目は３項目であった。そのため、在籍数が１人のほうが校内体制が整備さ

れていると言えよう。このような状況の理由としては、次のように考えられる。すなわち、

聴覚障害のある生徒が１人であれば、その生徒に合った配慮の方法が１通りに決まるため、

配慮がしやすいことが考えられる。すなわち、生徒が複数であれば、生徒に合った配慮の

方法が複数になるため、教員が配慮の内容を十分把握しにくいことが考えられる。  

一方、聴覚障害のある生徒の在籍数と授業環境に関する配慮についての校内体制の関連

を検討したところ、在籍数が１人の場合は校内体制が十分整備されていないことが考えら

れた。すなわち、「取り決めている」割合に関して、全体と比べると、聴覚障害のある生徒

の在籍数が「１人」のほうが高い項目は５項目であるのに対して、聴覚障害のある生徒の

在籍数が「１人」のほうが低い項目は７項目であった。そのため、在籍数が１人の場合は、

校内体制が十分には整備されていないことと言えよう。このような状況の理由としては、

次のように考えられる。すなわち、生徒が複数であれば、長期的に配慮をしていく必要性

があるため、校内体制を整備することが考えられるが、生徒が１人であれば、在籍期間の

み配慮をすることを念頭に置いており、校内体制として配慮を取り決めることを見合わせ

ていることが考えられる。  

 

３．授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連  

（１）配慮の状況  

１）話し方に関する配慮  

授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連を検討したところ、聴覚障害の

ある生徒への話し方に関する配慮は授業担当教員に委ねられていることが明らかになった。



- 107 - 

 

すなわち、校内体制の状況の割合に比較して、授業担当教員による配慮の状況の割合が高

かった。そのため、実際に聴覚障害のある生徒へ配慮をするかどうかは、授業担当教員個

人に委ねらえていると考えられる。しかし、先述したように、この場合は、聴覚障害のあ

る生徒への配慮が十分に行われているかが懸念される。そのため、授業担当教員が聴覚障

害のある生徒への配慮をするように促す方法について検討することが必要である。  

２）授業環境に関する配慮  

授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連を検討したところ、聴覚障害の

ある生徒への授業環境に関する配慮は必ずしも授業担当教員に委ねられているわけではな

いことが明らかになった。すなわち、配慮の項目によっては、校内体制の状況の割合が高

い項目が見られた。例えば、「聴覚障害のある生徒の座席の位置」では、授業担当教員の 11

名（29.7%）が配慮をしているが、校内体制では 60 校（63.8%）が配慮の取り決めをしてい

た。そのため、実際に聴覚障害のある生徒へ配慮をするかどうかは、その内容によって異

なると考えられる。  

（２）配慮の具体的方法 

１）話し方に関する配慮  

 話し方に関する配慮について、授業担当教員は校内体制で決められている内容とほぼ同

様の内容を配慮していることが考えられた。例えば、「話す速さ」では、授業担当教員は「で

きるだけ早口にならないようにしている」、校内体制では「はっきりと話し、早口にならな

いようにする」という結果であった。そのため、配慮の内容は同様であると考えられた。  

その一方で、「話をするときに身振りや手振りをすること」では、授業担当教員が独自に

行っている配慮であることが考えられた。すなわち、「話をするときに身振りや手振りをす

ること」では、授業担当教員は「大きさを示したり、形を表したりする」や「自分や相手

を指したりする」のように、主に３つの内容に関する自由記述が得られたが、校内体制で

はそのような配慮がほとんど取り決められていなかった。そのため、校内体制を整備する

上では、授業担当教員が行っている配慮の事例を収集・整理し、それらを共有することが

役立つと考えられる。  

２）授業環境に関する配慮  

 授業環境に関する配慮について、授業担当教員は校内体制で決められている内容とほぼ

同様の内容を配慮していることが考えられた。例えば、「板書」では、授業担当教員は「他

クラスでは板書しないことも板書する」、校内体制では「口頭で説明する内容も、板書して、
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確認させる」という結果であった。そのため、配慮の内容は同様であると考えられた。  

 その一方で、配慮の内容によっては、授業担当教員が独自に配慮をしていたり、校内体

制が独自に整備したりしていることが考えられた。例えば、「グループ学習」では、授業担

当教員は「お互いの顔が見えるように、机を合わせる」という結果であったのに対して、

校内体制では「一度に全員がしゃべらないように配慮する」といった結果であった。その

ため、授業担当教員による配慮は実際の授業場面で具体的なものであり、校内体制による

ものは配慮の考え方を示していると考えられる。そのため、それぞれに独自に行っている

ものを共有することができれば、聴覚障害のある生徒への配慮を十分に行うことが可能に

なると考えられる。  
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第５章 総合考察 
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第１節 各章のまとめ  

 本研究では、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあり方を検

討し、それについて提示することを目的として、複数の視点から調査を行った。  

１．第１章  

 第１章では、通常の学級における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮と支援

に関する先行研究及び実践事例を整理し、それらの問題点を指摘した。その後、それらの

問題点を解決するための具体的な解決方策を提示した。すなわち、これまでの先行研究及

び実践事例では、①聴覚障害のある児童生徒のニーズの詳細が不明確であること、②授業

担当教員による配慮の状況の詳細が不明確であること、③教員による配慮が生徒のニーズ

に合っているかどうかが不明確であること、④授業担当教員による配慮の状況と校内体制

の状況の区別が不明確であること、⑤教員による配慮が校内体制と関連しているかどうか

が不明確であることが問題点であった。そのため、その解決方策として、①聴覚障害のあ

る生徒自身を対象とする調査、②授業担当教員を対象とする調査、③特別支援教育コーデ

ィネーター担当教員を対象とする調査、④教員による配慮と生徒のニーズとの関連の検討、

⑤教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連の検討を提示した。  

 

２．第２章  

 第２章では、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象としたインタビュー調査を行い、聴

覚障害のある生徒のニーズの詳細について明らかにした。すなわち、教員の話し方に関す

る配慮については、①話す速さが適切であること、②声の大きさが適切であること、③聞

き取りやすい話し方であること、④口形が読み取りやすい話し方であることの４つの内容

がある一方で、授業環境に関する配慮については、聴覚障害のある生徒のニーズが明確に

は明らかにできなかった。加えて、聴覚障害の程度が重度の生徒についてのみ、「口形の読

み取りやすさ」に関する配慮のニーズがある一方で、コミュニケーション手段によって、

配慮に関するニーズが異なるかは明らかにならなかった。  

 

３．第３章  

 第３章では、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒の授業担当教員を対象とした質問紙調査を

行い、授業担当教員による配慮の状況及び経験と配慮の関連について明らかにした。すな

わち、授業担当教員による配慮の状況のうち、話し方に関する配慮については、「生徒たち



- 111 - 

 

の顔を見て話すこと」など、ほとんどの教員が配慮をしている一方で、「口の動かし方」な

ど、比較的配慮をしていない教員が多いこと、授業環境に関する配慮については、「対象生

徒が授業を理解しているか注意を向けること」以外は、全体的に配慮をしている教員が少

ないことを明らかにした。加えて、授業担当教員の経験と配慮の関連のうち、聴覚障害の

ある生徒の教育経験があることは、聴覚障害のある生徒への配慮につながっていない可能

性がある一方で、聴覚障害以外の障害のある生徒の教育経験や、障害や特別支援教育に関

する研修の受講経験は、聴覚障害のある生徒への配慮につながっている可能性があること

を明らかにした。そして、聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の関連

のうち、話し方に関する配慮については、「聞き取りやすく話すこと」については、比較的

多くの教員が生徒のニーズに合った配慮をしていると言えるものの、それ以外の項目につ

いては、聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮をしているとは言えないことが考えら

れた。授業環境に関する配慮についても、ほとんどの教員が聴覚障害のある生徒のニーズ

に合った配慮をしているとは言えないことが考えられた。  

 

４．第４章  

 第４章では、聴覚障害のある生徒が在籍している高校の特別支援教育コーディネーター

担当教員を対象とした質問紙調査を行い、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制

の状況及び授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連について明らかにした。

すなわち、聴覚障害のある生徒への校内体制の状況のうち、話し方に関する配慮と授業環

境に関する配慮のいずれについても、全体的に校内体制が整備されていないことを明らか

にした。加えて、授業担当教員による配慮の状況と聴覚障害のある生徒への配慮に関する

校内体制の状況の関連のうち、話し方に関する配慮については、授業担当教員個人による

ものであること、授業環境に関する配慮については、必ずしも授業担当教員に委ねられて

いるわけではないことを明らかにした。  
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第２節 高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあり方  

高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあり方として、聴覚障害

のある生徒から授業担当教員に配慮を要求し、それを授業担当教員で共有し、校内体制を

構築していくことが重要であることが示唆された。具体的には、以下のとおりである。  

１．聴覚障害のある生徒への配慮が授業担当教員に委ねられている可能性  

河村・高橋（ 2013）の調査では、比較的多くの高校が話し方に関する配慮を行っている

ことが明らかにされたものの、本研究の第４章からは、聴覚障害のある生徒への配慮に関

する校内体制は全体的に整備されておらず、配慮は授業担当教員個人に委ねられていると

いうことが明らかになった。しかし、河村・高橋（ 2013）の調査では、配慮をしていない

学校が半数以上あったことを考慮すると、本研究と同様に、校内体制は十分整備されてい

ないと見なせる。このような状況では、聴覚障害のある生徒への配慮は授業担当教員によ

るものであると考えることができる。  

 

２．授業担当教員による配慮は聴覚障害のある生徒のニーズに合っていない可能性  

伊東・四日市（1999）の調査では、聴覚障害のある生徒のニーズとして、①教員の話し

方が読話しやすいか、聞き取りやすいこと、②板書の量が多いことが指摘され、第２章で

は、①話す速さが適切であること、②声の大きさが適切であること、③聞き取りやすい話

し方であること、④口形が読み取りやすい話し方であることを指摘した。第２章で明らか

になった生徒のニーズは、伊東・四日市（ 1999）と一致する内容もあれば、一致しない内

容もあった。第３章では、授業担当教員がこのような聴覚障害のある生徒のニーズに合っ

た配慮をしているか検討したところ、授業担当教員は聴覚障害のある生徒へ配慮をしてい

る項目もあるものの、聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮をしていないと考えられ

ることが明らかになった。Esera（2008）が、教員は聴覚障害のある生徒のニーズに気づき、

適切な方法で配慮する必要があると指摘したことからも、教員は第１に、聴覚障害のある

生徒のニーズに気づく必要がある。しかし、美濃・鳥越（ 2007）は、どのようなときに配

慮が必要であるのかということを教員が気づかない場合があることを指摘している。この

ままでは、聴覚障害のある生徒は授業に参加することは困難と考えられる。そのため、教

員が生徒のニーズに気づくための方法を検討する必要がある。  

 

３．聴覚障害のある生徒から授業担当教員に要望を伝えることの重要性  
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授業担当教員に聴覚障害のある生徒のニーズに気づいてもらう方法として、主に２つの

内容が考えられる。１つは、校内体制である。すなわち、校内体制が構築されていれば、

どのような配慮をしていく必要があるかについて、定期的に校内で検討することが可能に

なり、自らの配慮の状況について振り返る機会となる。しかし、第４章から、校内体制が

十分整備されていないという状況を考えると、この方法は適切ではないと考えられる。そ

こで、もう１つの方法として、聴覚障害のある生徒から授業担当教員に要望を伝えること

が考えられる。例えば、第２章では、聴覚障害のある生徒の中には、教員への意見・要望

を述べている生徒が見られたことから、このような意見や要望を授業担当教員に直接伝え

ることにより、授業担当教員による配慮を促すことが可能になると考えられる。しかし、

野村（1990）の調査によれば、生徒のうち、授業担当教員に配慮を求めなかった者が半数

以上いること、美濃・鳥越（2007）の調査によれば、配慮を受ける側である聴覚障害のあ

る生徒自身が自らの状況に気づいていない場合が多いこと、内山（2016）の調査によれば、

生徒の中には、教員に求める配慮の方法を知らない者がいること、第２章でも、生徒の中

には、自らの要望を明確に述べることができなかった者もいることが明らかになっている。

授業担当教員が聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮をしていない場合、聴覚障害の

ある生徒から授業担当教員に要望を伝えることが重要ではあるが、その際は、聴覚障害の

ある生徒自身が、自らの要望を明確に認識していることも必要になると言える。聴覚障害

のある生徒が自らの要望を明確に認識していれば、聴覚障害のある生徒から授業担当教員

に要望を伝えることで、生徒のニーズに合った配慮をするように改善してもらい、生徒の

授業参加を可能にすることができると考えられる。 

 

４．保護者から要望を伝えることや生徒の障害認識を深化させることの必要性  

先述したように、授業担当教員が聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮をしていな

い場合、聴覚障害のある生徒から授業担当教員に要望を伝えることが重要である。しかし、

聴覚障害のある生徒が要望を認識していない場合は、配慮を行うことができないことにな

ってしまい、そのような状況では、聴覚障害のある生徒が授業に参加できない可能性が残

されている。この場合の解決策として、主に２つの内容が考えられる。１つは、聴覚障害

のある生徒の保護者から要望を伝えてもらう方法である。岩田（ 2015）の調査によれば、

教員の配慮に関して、一定数の項目について多くの保護者が常に要望していることを明ら

かにしている。そのため、授業担当教員による配慮が生徒のニーズに合っていない状況で
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あり、かつ、聴覚障害のある生徒自身も自らの要望を認識していない場合は、保護者から

要望を伝えることも必要である。もう１つの方法は、聴覚障害のある生徒が自らの障害認

識を深化させることによって、要望に自覚的になるようにし、授業担当教員に自らの要望

を伝えることができるようにする方法である。徳永（ 2015）は、①聴覚障害のある生徒が

必要な配慮を受けるためには、自らが周囲へ働きかけていく必要があること、②そのため

には、障害について認識し、聞こえから来る困難やその解決方法を理解し、周囲の人に説

明していく意欲を持つことが欠かせないことを指摘している。さらに、徳永（ 2015）は、

聴覚障害のある生徒への障害認識を促す個別指導と集団指導により、①障害についての理

解、②聞こえの限界の理解を促すことができたことを報告している。そのため、授業担当

教員による配慮が生徒のニーズに合っていない状況であり、かつ、聴覚障害のある生徒自

身も自らの要望を認識していない場合は、聴覚障害のある生徒の障害認識を深化させる指

導から始めることも必要である。 

 

５．授業担当教員による配慮の共有と配慮に関する校内体制の構築の必要性  

聴覚障害のある生徒から授業担当教員に要望を伝えることができた次の段階として、  

授業担当教員は配慮をするだけではなく、その配慮の方法を他の授業担当教員と共有する

ことが必要と考えられる。すなわち、各授業担当教員が配慮の方法を理解し、配慮をして

いくだけでは、その教員だけに配慮の方法に関する知見が留まることになる。そのため、

配慮の方法について、授業担当教員の間で共有することが重要と言える。このようにすれ

ば、聴覚障害のある生徒への配慮について、複数の教員で検討することも可能になり、よ

りよい配慮の方法を見出すことも可能になると考えられる。 

一方で、聴覚障害のある生徒への配慮の方法を授業担当教員の間で共有するだけに留ま

ることになれば、一定期間、その高校に聴覚障害のある生徒が在籍しない状況が続いた場

合、聴覚障害のある生徒への配慮の方法に関する知見は蓄積されず、その都度、授業担当

教員で配慮の方法を検討することになってしまう状況が生じる。これでは、聴覚障害のあ

る生徒への配慮を適切に行うことは難しく、また、配慮を適切に行うまでに時間がかかる

ことが予想される。聴覚障害のある生徒がいつ入学してきても、その生徒に適切に配慮が

できるようにするためにも、授業担当教員が聴覚障害のある生徒へ行っていた配慮は他の

教員と共有できる状態にしておく必要がある。この点について、斎藤・四日市・鷲尾・田

中（2004）が、聾学校から高校への聴覚障害に関する理解啓発には限界があり、高校側の
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組織的取り組みが課題であることを指摘しており、岩田（2012）は、高校段階では、聴覚

障害のある生徒への配慮に関する体制がほとんど構築されていないことを指摘しているこ

とからも、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制を構築することが必要である。 
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第３節 本研究の学問分野への貢献  

１．本研究から得られた新たな知見 

（１）聴覚障害のある生徒のニーズの詳細  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒のニーズとしては、伊東・四日市（ 1999）

が、①教員の話し方が読話しやすいか、聞き取りやすいこと、②板書の量が多いことを指

摘していたのみであった。しかし、本研究の第２章では、聴覚障害のある生徒へのインタ

ビュー調査から、聴覚障害のある生徒の新たなニーズとして、話す速さが適切であること、

声の大きさが適切であること、板書の量に関するニーズは個別的なものであることを明ら

かにした。この点は、聴覚障害のある生徒のニーズに関する新たな知見と言える。  

（２）授業担当教員による配慮の状況の詳細 

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への配慮の状況は明らかにされていなかっ

た。しかし、本研究の第３章では、授業担当教員への質問紙調査から、比較的配慮をして

いる項目がある一方で、ほとんど配慮をしていない項目もあることを明らかにした。特に、

話し方に関する配慮に比べて、授業環境に関する配慮はあまり行われていないことを明ら

かにした。また、話し方に関する配慮と授業環境に関する配慮の具体的内容についても明

らかにした。これらの点は、授業担当教員による配慮の状況に関する新たな知見と言える。  

（３）聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況の詳細 

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制としては、河村・

高橋（2013）が、教員の話し方に関する配慮や座席位置への配慮は比較的行われている一

方で、配慮をしていない学校もあることを明らかにしていたのみであった。しかし、本研

究の第４章では、特別支援教育コーディネーター担当教員への質問紙調査から、聴覚障害

のある生徒への配慮に関する校内体制は、全体的に整備されていないことを明らかにした。

また、話し方に関する配慮と授業環境に関する配慮の具体的内容については明らかにした。

これらの点は、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況についての新たな知

見と言える。  

（４）聴覚障害のある生徒への配慮が授業担当教員に委ねられていること  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒が授業担当教員によるものであるのか、校

内体制に基づいたものであるかどうかについて、明らかにされていなかった。しかし、本

研究の第４章から、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制は全体的に整備されて

おらず、第３章から、授業担当教員は聴覚障害のある生徒へ比較的配慮をしていることを
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明らかにした。すなわち、聴覚障害のある生徒への配慮をするかどうかが授業担当教員に

委ねられていることが明らかになったことは、新たな知見と言える。  

（５）授業担当教員が聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮を十分にしていないこと  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への配慮をする場合に、それが聴覚障害の

ある生徒のニーズに合ったものかどうかは明らかにされていなかった。しかし、本研究の

第３章から、授業担当教員は聴覚障害のある生徒のニーズに合った配慮を十分していない

ことを明らかにした。この点は、新たな知見と言える。  

 

２．本研究のオリジナリティ  

（１）複数の視点からの調査の実施 

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

について検討した先行研究はいくつかある。しかし、そのいずれもが、聴覚障害のある生

徒の視点のみから行った調査（伊東・四日市，1999 など）や、特別支援教育コーディネー

ターの視点のみから行った調査（河村・高橋，2013）、保護者の視点のみから行った調査（岩

田，2015）であり、単一の視点からしか調査が行われていなかった。単一の視点からの調

査でも、配慮や支援のあり方を検討することは可能である。  

しかし、単一の視点からでは、配慮や支援のあり方を検討するには限界もある。例えば、

第２章では、聴覚障害のある生徒のニーズについて明らかにした上で、授業担当教員はそ

のニーズを踏まえた配慮をする必要があることを指摘した。単一の視点からの調査では、

これ以上に聴覚障害のある生徒への配慮のあり方を検討することはできない。しかし、本

研究では複数の視点から調査を行ったことで、さらなる配慮のあり方を検討することが可

能になった。すなわち、第３章で授業担当教員への調査を行ったことで、第２章の結果と

の関連について考察し、より厳密に配慮のあり方を検討することが可能になった。このよ

うに、本研究では、複数の視点から調査を行ったことで、より厳密に配慮のあり方を検討

することが可能になったことが、これまでの研究との大きな違いである。  

（２）これまで調査されていた者を対象とした新たな方法による調査の実施  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

を検討するために、聴覚障害のある生徒自身を対象とした質問紙調査（伊東・四日市，1999）

は行われているが、聴覚障害のある生徒のニーズの全体的傾向しか明らかになっていなか

った。また、聴覚障害のある生徒自身を対象としたインタビュー調査（ Esera，2008）はあ
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るものの、聴覚障害のある生徒への配慮にあたっての考え方しか明らかにされておらず、

我が国では、高校で学ぶ聴覚障害のある生徒を対象としたインタビュー調査は行われてい

なかった。 

 しかし、本研究では、第２章で、高校で学ぶ聴覚障害ある生徒を対象としたインタビュ

ー調査を行い、より詳細なニーズについて明らかにすることが可能になった。この点が、

これまでの研究との大きな違いである。  

（３）これまで調査されていなかった者を対象とした調査の実施  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

を検討するために、高校の授業担当教員を対象とした調査は行われていなかった。  

 しかし、本研究では、第３章で、高校の授業担当教員を対象とした質問紙調査を行い、

授業担当教員が配慮についてどのように認識しているかという点から、聴覚障害のある生

徒への配慮の状況を明らかにすることが可能になった。この点が、これまでの研究との大

きな違いである。  

（４）詳細かつ共通の調査項目を用いた調査の実施  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

を検討した先行研究はいくつかあるが、そのほとんどで具体的な調査項目がほとんど設定

されず、伊東・四日市（ 1999）でも調査項目の設定は十分ではなかった。加えて、先行研

究によって、調査項目の内容が大きく異なるため、配慮のあり方を断片的にしか検討でき

ていなかった。  

 しかし、本研究では、あらかじめ調査項目を検討し、準備をした上でインタビュー調査

や質問紙調査を実施したことで、聴覚障害のある生徒のニーズの詳細や授業担当教員によ

る配慮の状況の詳細、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況の詳細につい

て明らかにすることが可能になった。加えて、本研究では、複数の調査をする場合、基本

的に共通の調査項目を用いて調査を実施したため、複数の調査の結果を関連付けて検討す

ることが可能になった。これらの点が、これまでの研究との大きな違いである。  

（５）聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の関連の検討  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

を検討した先行研究はいくつかあるが、授業担当教員による配慮の状況を調査した研究は

見られない。そのため、聴覚障害のある生徒のニーズと授業担当教員による配慮の関連に

ついて検討した研究も、これまで行われていなかった。  



- 119 - 

 

 しかし、本研究では、第２章で、聴覚障害のある生徒のニーズの詳細について明らかに

した上で、第３章で、授業担当教員による配慮の状況を明らかにし、聴覚障害のある生徒

のニーズと授業担当教員による配慮の状況の関連について検討することが可能になった。

この点が、これまでの研究との大きな違いである。  

（６）授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連の検討  

 これまで、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援のあり方

を検討した先行研究はいくつかあるが、授業担当教員による配慮の状況を調査した研究は

なく、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況を調査した研究はあるが、調

査項目が不十分であったため、授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連に

ついて検討された研究は、これまで行われていなかった。  

 しかし、本研究では、第３章で、授業担当教員による配慮の状況の詳細について明らか

にした上で、第４章で、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況の詳細につ

いて明らかにし、授業担当教員による配慮の状況と校内体制の状況の関連について検討す

ることが可能になった。この点が、これまでの研究との大きな違いである。  

 

３．本研究の教育実践への貢献  

（１）授業担当教員が聴覚障害のある生徒への配慮をする際の指針  

 高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮や支援に関する研究は限ら

れているが、配慮や支援の方法について紹介している資料はある。例えば、京都府聴覚支

援センター（2014）は、「聴覚に障害のある高校生への理解・支援－学校選びから卒業後ま

で－」の資料の中で、聴覚障害のある生徒への授業参加のために必要な配慮として、主に

９つの内容について述べている。すなわち、それらは、①明瞭な話し方、②適当な速さ、

③口の形の意識、④顔が見えるように話すこと、⑤伝わっているかどうかの確認、⑥板書

をするときと話すときを分けること、⑦前から２列目あたりの座席、⑧視聴覚教材は字幕

入りのものを選んだりすること、⑨板書やプリントの活用である。本研究の調査項目とも

共通する部分があるが、配慮の項目数が十分ではない。加えて、聴覚障害のある生徒への

必要な配慮として示されている内容はあくまでも概要であり、授業担当教員が活用するに

は配慮の具体的方法の情報が不足していると言える。  

 その点について、本研究では、第３章で、授業担当教員が行っている配慮の各項目の具

体的方法を明らかにしたのみではなく、同じ配慮でも複数の方法があることも明らかにし
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た。本研究から得られた結果を授業担当教員が活用すれば、聴覚障害のある生徒への配慮

に生かすことが可能になる。すなわち、授業担当教員が聴覚障害のある生徒への配慮をす

る際の指針になるという点で、本研究は教育実践に貢献できると考えられる。  

（２）聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制を構築する際の指針  

 高校における聴覚障害のある生徒への配慮や支援に関する校内体制について調査した研

究はある。河村・高橋（ 2013）は、話し方に関する配慮や座席位置への配慮については比

較的行われていることを指摘したが、これらに関する情報だけでは校内体制の構築には十

分につながらない。  

 しかし、本研究では、第４章で、調査項目を十分設定した上で、聴覚障害のある生徒へ

の配慮に関する校内体制の状況について明らかにした。そして、本研究から得られた結果

を各高校で活用すれば、聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制を構築する際の指

針になるという点で、本研究は教育実践に貢献できると考えられる。  
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第４節 今後の課題  

 今後の課題は、主に 11 点あると言えよう。 

１．研究全体から生じる課題  

（１）同一高校内での検討  

 本研究は、高校における聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあり方を検討

し、それを提示することを目的として、複数の視点から調査を行った。すなわち、聴覚障

害のある生徒への調査、授業担当教員への調査、特別支援教育コーディネーター担当教員

への調査である。これらの複数の視点から調査を行うことで、聴覚障害のある生徒への配

慮のあり方について、より詳細に提示することが可能となった。  

 しかし、これらの調査は同一高校内の生徒、教員を対象にしているとは限らず、各調査

結果の関連性を分析することは困難な側面もあった。そのため、今後は、今回行った各調

査を同一高校内で行い、各調査結果の関連性を分析することで、より実践に役立つ配慮の

あり方を提示できると考えられる。 

（２）公立高校と私立高校の比較による検討  

 本研究は、公立高校と私立高校を区別せずに、聴覚障害のある生徒への配慮のあり方を

検討した。このことにより、聴覚障害のある生徒への配慮のあり方について、各高校共通

のあり方を提示することが可能になった。  

 しかし、公立高校か私立高校かによって、聴覚障害のある生徒への配慮のあり方が異な

るかどうかについては、明らかにできなかった。今後は、聴覚障害のある生徒への配慮に

ついて、公立高校と私立高校を区別した調査を行い、公立高校と私立高校の比較による検

討を行うことで、それぞれの高校に合った配慮のあり方を提示できると考えられる。 

（３）教科の比較による検討  

 本研究は、特定の教科に限定せずに、聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮の

あり方を検討した。このことにより、聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮のあ

り方について、各教科共通のあり方を提示することが可能になった。  

 しかし、教科によって、聴覚障害のある生徒への配慮のあり方が異なるのかどうかにつ

いては、明らかにできなかった。そのため、今後は、聴覚障害のある生徒への配慮につい

て、各教科との比較による検討を行うことで、それぞれの教科に合った配慮のあり方を提

示できると考えられる。 

（４）配慮の相反状況の検討  
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 本研究は、各障害種の中でも、聴覚障害のある生徒を対象として、授業参加のための配

慮のあり方を検討し、そのあり方を提示することが可能になった。  

 しかし、高校において聴覚障害のある生徒への授業参加のための配慮を優先することで、

他の障害種などの生徒にとっては、授業参加を阻害される可能性については検討できなか

った。すなわち、田部（ 2011）が指摘するように、高校における特別支援教育を考える上

では、発達障害のある生徒への配慮について検討することも重要な課題である。この点で、

聴覚障害のある生徒への配慮を行うことで、発達障害のある生徒にとっては不都合な事態

が生じるかどうかについても検討することが必要であろう。例えば、声の大きさを調整す

る場合、程度によっては、発達障害のある生徒にとって不快に感じる場合もあると想定さ

れる。そのため、実際に高校で聴覚障害のある生徒への配慮をしていく場合には、同じ教

室内にどのような配慮を必要としているかを把握した上で、聴覚障害のある生徒への配慮

をしていくことが重要になると考えられる。 

（５）配慮と授業参加の関連の検討  

 本研究は、聴覚障害のある生徒の授業参加を目的として配慮のあり方を検討し、そのあ

り方を提示することが可能になった。  

 しかし、聴覚障害のある生徒への配慮をすることによって、どの程度授業に参加できる

ようになったのかということについては検討することができなかった。そのような状況を

明らかにできれば、聴覚障害のある生徒への配慮をすることの意義をより明確にすること

が可能になると考えられる。そのため、今後は、配慮をした後に、聴覚障害のある生徒が

どの程度授業参加できるようになったかということについても、検討することが必要にな

ると考えられる。 

（６）小学校と中学校における配慮のあり方の検討  

 本研究は、高校における聴覚障害のある生徒への配慮のあり方を検討し、そのあり方を

提示した。その中でも、授業担当教員による配慮の方法や、校内体制の構築については、

小学校や中学校でも参考にすることが可能と言える。  

 しかし、高校と小学校、中学校では、児童生徒の障害認識や授業担当教員による配慮の

状況、校内体制の状況などは異なることが想定される。そのため、今後は、小学校や中学

校における聴覚障害のある児童生徒への配慮のあり方についても、検討することが必要に

なると考えられる。  

２．各研究から生じる課題  
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（１）聴覚障害のある生徒のニーズの検証  

 第２章では、聴覚障害のある生徒のニーズについて、インタビュー調査により明らかに

した。このことにより、聴覚障害のある生徒のニーズの詳細を明らかにすることが可能に

なった。  

 しかし、インタビュー調査は、特定の高校の生徒のみを対象としていたことから、得ら

れた結果の内容は個人差があると考えられるため、今回の結果を直ちに、聴覚障害のある

生徒のニーズとして一般化することは慎重にする必要がある。そのため、今後は、より内

容を詳しく聞き取るインタビュー調査や、大規模な質問紙調査などをすることにより、今

回の調査結果の検証をする必要があると考えられる。 

（２）聴覚障害のある生徒のニーズの明確化 

 第２章では、聴覚障害のある生徒を対象としたインタビュー調査から、聴覚障害のある

生徒のニーズの詳細を明らかにすることが可能になった。  

 しかし、今回の調査結果が聴覚障害のある生徒に固有のものかどうかについて検討する

ことができなかった。すなわち、健聴の生徒への調査との比較をしていないことから、聴

覚障害のある生徒にのみ該当する配慮かどうかについて検討できなかった。そのため、今

後は、聴覚障害のある生徒への調査をする場合に、健聴の生徒へも同時に調査をした上で、

聴覚障害のある生徒と健聴の生徒の比較により、聴覚障害のある生徒のニーズを明確化す

る必要があると考えられる。 

（３）授業担当教員の経験や授業担当教員による配慮の検証  

 第３章では、授業担当教員を対象とした質問紙調査から、授業担当教員の経験や配慮の

状況を明らかにすることが可能になった。  

 しかし、授業担当教員のどのような経験が聴覚障害のある生徒への配慮に結び付くのか

を明らかにできなかった。加えて、質問紙調査は、特定の高校の教員のみを対象としてい

たことから、得られた結果の内容は個人差があると考えられるため、今回の結果を直ちに、

授業担当教員の経験や授業担当教員による配慮の状況として一般化することは慎重にする

必要がある。また、授業担当教員が配慮をしていると認識していても、実際には配慮をし

ていなかったり、配慮をしていないと認識していても、実際には配慮をしていたりする可

能性もある。そのため、聴覚障害のある生徒のニーズの検証と同様に、今後は、より内容

を詳しく聞き取るインタビュー調査や、大規模な質問紙調査をすること、実際に授業の様

子を観察することなどにより、今回の調査結果の検証をする必要があると考えられる。 
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（４）聴覚障害のある生徒の在籍状況と属性の実態の検証  

 第４章では、特別支援教育コーディネーター担当教員を対象とした質問紙調査から、聴

覚障害のある生徒の在籍状況及び属性の実態を明らかにすることが可能になった。  

 しかし、質問紙調査の構成が不十分であったために、聴覚障害のある生徒の在籍状況と

属性の実態を十分に明らかにできなかった。すなわち、質問紙調査をする際に、聴覚障害

の定義をしていなかったため、軽度の難聴の生徒について該当しないものと判断し、重度

の生徒についてのみ結果が得られた可能性がある。そのため、今後は、聴覚障害の定義を

明記して調査をすることによって、回答者が回答しやすくすることにより、聴覚障害のあ

る生徒の在籍状況をより鮮明にできると考えられる。加えて、聴覚障害のある生徒の平均

聴力レベルについても、ほとんどの学校が回答していなかった。これは、主に２つの理由

が考えられる。１つは、個人情報保護を理由として回答しなかった場合である。この場合

は、具体的に平均聴力レベルを記入する形式ではなく、平均聴力レベルの範囲に丸をつけ

てもらうなどの形式にすることによって、回答者が回答しやすくすることが有効と考えら

れる。もう１つは、学校が聴覚障害のある生徒の平均聴力レベルを把握していない場合で

ある。この場合は、学校から聴覚障害のある生徒や保護者に確認してもらったりすること

により、聴力レベルを把握する必要があると考えられる。 

（５）聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の検証  

 第４章では、特別支援教育コーディネーター担当教員を対象とした質問紙調査から、聴

覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況を明らかにすることが可能になった。  

 しかし、質問紙調査は、特定の地域の高校を対象としていたことから、得られた結果の

内容は学校による差だけでなく、地域差もあると考えられるため、今回の結果を直ちに、

聴覚障害のある生徒への配慮に関する校内体制の状況として一般化することは慎重にする

必要がある。そのため、先述したものと同様に、今後は、今後は、より内容を詳しく聞き

取るインタビュー調査や、大規模な質問紙調査などをすることにより、今回の調査結果の

検証をする必要があると考えられる。 
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